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第１章 策定の目的 

 

第１節 計画の意義と目的 

ごみ問題は、近年の我が国の高度経済成長に伴って発生した廃棄物問題・環境問題等

に対応するための廃棄物処理、リサイクルに関する法体系の確立と相まって、私たちの

生活に直結する身近な環境問題としての認識が浸透し、３Ｒや循環型社会という言葉も

浸透しつつあります。また、他の環境問題と複雑に関連していることから、低炭素社会・

自然共生社会への取組みと統合、地域循環圏の形成が推進されています。 

国では、「廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推

進を図るための基本的な方針」（平成 28 年 1 月環境省告示）、コスト分析手法や有料化

の進め方、適正な処理システム構築の考え方を示した「三つのガイドライン」の見直し

（平成 25 年 4 月）を行いました。また、「第四次循環型社会形成推進基本計画」（平成

30 年 6 月）を策定し、廃棄物の量に加えて循環の質にも着目した循環型社会の形成の推

進、災害廃棄物対策について示しています。 

さらに、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年法律第 137 号。以下「廃棄物

処理法」という）第 5 条の 2 第 1 項の規定に基づく基本方針が変更（平成 28 年１月）さ

れ、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律（平成 12 年法律第 116 号）第 3 条

第 1 項の規定に基づく基本方針の変更(平成 27 年 7 月)に伴い、「ごみ処理基本計画策

定指針（平成 28 年 9 月）」を改訂しています。 

このような状況の中で、地域住民と行政の協働によって、廃棄物の減量化及び資源化

を推進するとともに、廃棄物の適正な処理を行うことにより、生活環境の保全と公衆衛

生の向上及び廃棄物処理における循環型社会の構築を目指し、『一般廃棄物（ごみ）処理

基本計画』を策定するものとします。 

 

第２節 計画の位置づけ 

本計画は、「廃棄物処理法第 6 条第 1 項」の規定に基づき「一般廃棄物処理計画」と

して策定するものであり、組合圏域共通の計画として、今後の廃棄物行政における長期

的・総合的な指針とするものです。本計画の位置付けを図 1-2-1 に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-2-1 本計画の位置付け 

 

  

本組合構成市町村
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実施計画
〈各年度計画〉

本組合
構成市町村

協議

※廃棄物処理法第６条第１項に基づく



第１章 策定の目的 

2 

第３節 計画の区域 

  本計画において対象とする区域は、組合を構成する朝倉市、東峰村、筑前町、大刀洗

町、久留米市北野町（以下、「北野地域」と表記）の行政区域全域（以下「組合圏域」と

いう。）とします。 

組合圏域は、福岡県のほぼ中央に位置し、組合圏域を東西に大分自動車道が走り、筑

後川が貫流しています。組合圏域の位置を図 1-3-1 に示します。 

 

図 1-3-1 組合圏域の位置 
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第４節 計画期間 

「ごみ処理基本計画策定指針」によると「『一般廃棄物処理基本計画』は 10 年から 15

年の長期計画とし、概ね 5 年ごとに改訂するほか、計画の前提となる諸条件に大きな変

化があった場合にも見直しを行うことが適切である」とあります。 

なお、本計画においては、平成 31 年度を起点とし、5 年後と 10 年後の平成 35 年度と

平成 40 年度を中間目標年次とし、15 年後の平成 45 年度を目標年次とします。計画期間

を図 1-4-1 に示します。 

 
図 1-4-1 計画期間 

 

第５節 ごみの発生概念 

  一般廃棄物は、住民の生活活動に伴って発生する「家庭系ごみ」と生産・流通・販売

等の事業活動に伴って発生する「事業系ごみ」に分けられます。 

一般的には、家庭系から発生したごみ及び事業系から発生したごみは自治体及び事業

者が委託した収集運搬業者が収集して、「収集ごみ」（一部は直接搬入される）として処

理施設に搬入されます。その他に住民・事業者が自らリサイクルする「自家・自社処理

ごみ」、さらに、ごみとして排出される前に住民による集団回収を行います。また、事業

者による自主回収を行う「資源回収ごみ」があります。 

なお、自家処理・自社処理ごみについては実態が把握されていないことから、ここで

は行政が処理を行う家庭系及び事業系の収集ごみの発生量、家庭系及び事業系の直接搬

入後の発生量について述べます。ごみ発生の概念図を図 1-5-1 に示します。 

 

図 1-5-1 ごみ発生の概念図  

開始年度 中間目標年度 中間目標年度 目標年度
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計 画 期 間 （１５年）
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自家処理

業者委託
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本計画における処理対象物
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第６節 ごみ処理行政の動向 

 

１．廃棄物・リサイクル関係法令 

  一般廃棄物処理基本計画の策定に当たっては、国や都道府県の計画等を踏まえたもの

とする必要があります。また、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に努めることはもと

より、循環型社会の実現に努めることが重要です。 

廃棄物・リサイクル関連法体系を図 1-6-1 に示します。 

 

 

参考：ごみ処理基本計画策定指針（平成 28 年 9 月）に加筆 

図 1-6-1 廃棄物・リサイクル関連法体系 
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甘木・朝倉・三井環境施設組合
一般廃棄物（ごみ）処理基本計画
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（１）環境基本法の概要 

環境基本法は、環境保全について基本理念を定め、国・地方公共団体・事業者・国民

の責務を明らかにするとともに、環境の保全に関する施策の基本となる事項を定めるこ

とにより、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、現在及び将来の国民

の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに、人類の福祉に貢献することを目的と

しています。 

環境基本計画の概要を図 1-6-2 に示します。 

 

出典：環境基本計画の概要（環境省）  

図 1-6-2 環境基本計画の概要  

国 地方公共団体 事業者 国民

①現在及び将来の世代の人間が環境の恵沢を教授し、将来に継承

②全ての者の公平な役割分担の下、環境への負担の少ない持続的発展が可能な社会の構築

③国際的協調による積極的な地球環境保全の推進

１．総則

環境保全の基本理念(第3条～第5条)

各主体の責務(第6条～第9条)

２．環境の保全に関する基本的施策

施策策定の指針(第14条)

環境基本計画の策定(第15条)

国の具体的施策 ・大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音に係る環境基準(第16条)

・公害防止計画及びその達成の推進(第17、18条)

・環境配慮 －国の施策の策定(第19条)

・環境配慮 －環境影響評価の推進(第20条)

・規則(第21条)

・経済的措置 －経済的助成、経済的負担による誘導(第22条)

・環境への負荷低減に資する製品等の利用(第23条)

・環境の保全に関する教育・学習(第25条)

・民間団体等の自発的な活動の促進(第26条)

・施策の策定に必要な調査の実施、監視等の体制の整備(第28、29条)

・科学技術の振興(第30条)

・公害による紛争の処理(第31条)

・地球環境保全等に関する国際協力(第32～35条)

地方公共団体の施策(第36条)

費用負担等(第37～40条) 原因負担/受益負担/国と地方の関係(第37～40条)

３．環境保全のための組織 ①中央環境審議会の設置(第41条)

都道府県、市町村の合議制の機関(第43、44条)

②公害対策会議の設置(第45、46条)

①環境の自然的構成要素が良好に維持

②生物多様性の確保等

③人と自然との豊かなふれあいの確保
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（２）循環型社会形成推進基本法 

循環型社会形成推進基本法とは、環境基本法の理念に則り、循環型社会をつくるため

の基本原則を定めた法律です。国、地方公共団体、事業者及び国民の役割・責務を明記

し、循環型社会形成推進基本計画を策定するなどし、循環型社会形成を推進します。 

なお、この法律において「循環型社会」とは、環境への負荷ができる限り少ない以下

のような社会をいいます。廃棄物の発生を抑え（リデュース）、使用済製品がリユー

ス・リサイクル・熱回収等により循環資源として適正に循環的に利用され、循環的な利

用が行われないものについては適正に処分され、天然資源の消費が抑制される社会で

す。 

循環型社会形成推進基本法の概要について、図 1-6-3 に示します。 

 

図 1-6-3 循環型社会形成推進基本法の概要  

◇ 循環型社会の衛生に関する行動が、自主的・積極的に行われることにより、環境への負荷の少ない

持続的発展が可能な社会の実現を推進

◇ ①発生抑制（リデュース）、②再使用（リユース）、③再生利用（ﾏﾃﾘｱﾙﾘｻｲｸﾙ）、④熱回収（ｻｰﾏﾙﾘｻ

ｲｸﾙ）、⑤適正処分の優先順位により、対策を推進

◇ 自然界における物質の適正な循環の確保に関する施策等と有機的な連携

循環型社会：

循環型社会の形成

有価・無価を問わず、廃棄物等のうち有用なものを「循環資源」と定義

基本原則等

責務

〇基本的・総合的な

施策の 策定・実施

〇循環資源の循環的

な利用及び処分の

ための措置の実施

〇自然的社会 的条件

に応じた施策の策

定・実施

〇循環資源を自ら

の責任で適正に

処分

（排出者責任）

〇製品、容器等の

設計の工夫、

引取り、循環的な

利用等

（拡大生産者責任）

〇製品の長期

使用

〇再生品の使用

〇分別回収への

協力

国 地方公共団体 事業者 国民

◇ 循環型社会の形成に関する基本方針、総合的・計画的に講ずべき施策等を定める

循環型社会形成推進基本計画

・原案は、中央環境審議会が意見を述べる指針に即して、環境大臣が策定。

・計画の策定にあたっては、中央環境審議会の意見を聴取。

・政府一丸となって取り組むため、関係大臣と協議し、閣議決定により策定。

・計画の閣議決定があったときは、これを国会に報告。

・計画の策定機関、5年ごとの見直しを明記。

・国の他の計画は、この基本計画を基本とする。

循環型社会の形成に関する基本施策

〇発生の抑制のための措置

〇適正な循環的な利用・処分のための措置

〇再生品の使用の促進

〇製品、容器などに関する事前評価の促進等

〇環境の保全上の支障の防止

〇環境の保全上の支障の除去等の措置

〇発生の抑制等に係る経済的措置

〇地方公共団体の施策

〇公共的施設の整備

〇地方公共団体の施策の定説な策定等の確保

〇教育及び学習の振興等

〇民間団体等の自発的な環境の促進

〇調査の実施

〇科学技術の振興

〇国際的協調のための措置

①廃棄物等の発生の抑制

②循環資源の循環的な利用（再使用、再生利用、熱回収）の促進

③適正な処分の確保により、天然資源の消費を抑制し、環境への負荷が低減される社会
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（３）廃棄物処理法 

廃棄物処理法とは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の略称であり、廃棄物の

排出抑制、再生利用、適正処理を進めることにより、生活環境の保全と公衆衛生の向上

を図ることを目的としています。廃棄物処理法は、昭和 40 年代に、経済の高度成長に

伴う大量生産、大量消費、大量廃棄によるごみ問題が深刻化したことを背景として、従

来の「清掃法」を全面的に改める形で、昭和 45 年に制定され、その時々に生じた廃棄

物問題の解決のために、何度も改正されています。 

廃棄物処理法の概要について、図 1-6-4 に示します。 

 

 

出典：廃棄物処理法の概要（環境省）  

図 1-6-4 廃棄物処理法の概要 

  

一般廃棄物
産業廃棄物以外の廃棄物（家庭のごみ等）

産業廃棄物
事業活動に伴って生じた燃え殻、汚泥、廃油、廃プラ等

目的：廃棄物の排出抑制、適正な分別・保管・収集・運搬・再生・処分等の処理により、生活環境を保全

廃棄物
汚物又は不用品であって固形状又は液状のもの

国 ・基本方針の策定 ・処理基準、施設基準等の設定 ・緊急時の対応 等

市町村 処理責任

・一般廃棄物処理基本計画を策定

・域内の廃棄物を生活環境保全上支障が

生じないよう処理基準に従い処理

排出者 処理責任

・産業廃棄物を自ら処理

・産業廃棄物処理基準等の遵守

・委託基準の順守

一般廃棄物処理業者

・事業の許可

・一般廃棄物処理基準の遵守

一般廃棄物処理施設

・設置、譲渡等の許可

産業廃棄物処理業者

・事業の許可

・産業廃棄物処理基準の遵守

産業廃棄物処理施設

・設置、譲渡等の許可

市

町

村

許可

監督

都
道
府
県

許可

監督

都

道

府

県

許可

監督

許可

監督

監督
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（４）災害対策基本法 

災害対策基本法は、災害対策に関する日本の法律です。1959 年（昭和 34 年）に愛知

県、岐阜県、三重県及び紀伊半島一帯を中心として全国に大きな被害をもたらした伊勢

湾台風を契機に制定されました。 

国土並びに国民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、防災に関し、国、地

方公共団体及びその他の公共機関を通じて必要な体制を確立し、責任の所在を明確にす

るとともに、防災計画の作成、災害予防、災害応急対策、災害復旧及び防災に関する財

政金融措置その他必要な災害対策の基本を定めることにより、総合的かつ計画的な防災

行政の整備及び推進を図り、もって社会の秩序の維持と公共の福祉の確保に資すること

を目的します。 

災害対策基本法の概要を、図 1-6-5 に示します。 

 

出典：災害対策基本法の概要（内閣府防災）  

図 1-6-5 災害対策基本法の概要  

国民の生命、身体及び財産を災害から保護し、もって社会の秩序の維持と公共の福祉の確保に資

することを目的とする。

１．防災に関する責務の明確化

〇国、都道府県、市町村、指定公共機関等の責務 －防災に関する計画の作成・実施、相互協力等

〇住民等の責務 －自らの災害への備え、自発的な防災活動への参加等

２．防災に関する組織－総合的防災行政の整備・推進

〇国：中央防災会議非常（緊急）災害対策本部

〇都道府県・市町村：地方防災会議、災害対策本部

３．防災計画－計画的防災行政の整備・推進

〇中央防災会議：防災基本計画

〇指定行政機関

〇都道府県・市町村：地域防災計画

４．災害対策の推進

〇災害予防、災害応急対策、災害復旧という段階ごとに、各実施責任主体の果たすべき役割や権限を

規定

→市町村に避難の指示、警戒区域の設定応急公用負担等の権限を付与

＜市町村は防災対策の第一次的責務を負う＞

５．財政金融措置

〇【原則】実施責任者負担

〇【例外】激甚な災害については、地方公共団体に対する国の特別の財政援助等

→激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律

６．災害緊急事態

〇災害緊急事態の布告 ⇒緊急災害対策本部の設置

〇緊急措置（生活必需物資の配給等の制限、金銭債務の支払猶予、海外からの支援受け入れに係る

緊急政令の制定）
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２．国及び福岡県の計画等 

 

（１）廃棄物処理法の基本方針（平成 28 年 1 月） 

国は、「廃棄物処理法」に基づき「廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策

の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針」の中で、一般廃棄物の減量化

に関して、平成 32 年度を目標年度として、排出量、再生利用量、最終処分量の目標を

個別に設定しています。 

 

（２）第四次循環型社会形成推進基本計画（平成 30 年 6 月） 

循環型社会形成推進基本計画は、循環型社会形成推進基本法（平成 12 年法律第 110

号）第 15 条に基づき、循環型社会の形成に関する施策を総合的かつ計画的に推進する

ために定められるものです。第四次循環型社会形成推進基本計画では、環境的側面、

経済的側面及び社会的側面の統合的向上を掲げた上で、重要な方向性として、①地域

循環共生圏形成による地域活性化、②ライフサイクル全体での徹底的な資源循環、③

適正処理の更なる推進と環境再生、などを掲げ、その実現に向けて概ね 2025 年までに

国が講ずべき施策を示しています。 

また、循環型社会形成に関する取組指標として一般廃棄物の減量化に係る目標値が

設定されています。 

 

（３）福岡県廃棄物処理計画（平成 28 年 3 月） 

福岡県廃棄物処理計画では、基本方針として、一般廃棄物については「循環型社会

の構築」、「廃棄物適正処理による環境負荷の低減」、「災害廃棄物の適正処理」を掲げ、

ごみ総排出量、再生利用率、最終処分量の目標が定められています。 

ごみの発生抑制及び再生利用に関する目標を表 1-6-1 に示します。 

 

表 1-6-1 ごみの発生抑制及び再生利用に関する目標 

 

 

  

福岡県

廃棄物処理法の基本方針
第四次循環型社会

形成推進基本計画
福岡県廃棄物処理計画

策定年月 平成28年1月 平成30年6月 平成28年3月

基準年度 平成24年度 2015年度 平成26年度

目標年度 平成32年度 2025年度 平成32年度

排出ごみ量の

目標

①総ごみ排出量：約12%削減

②再生利用量：約27%

③最終処分量：約14%削減

①1人1日当たりのごみ排出量

：約850g/人・日

（2015年度：939g/人・日）

②1人1日当たりの家庭系ごみ

排出量：約440g/人・日

③最終処分量：約13百万トン
（2000年度から約77%減）

①総排出量の増減率

：2%減（平成26年度比）

②1人1日あたり家庭系ごみ

排出量：538g

③再生利用率：23%

④最終処分量の増減率
：2%減（平成26年度比）

項目

国（環境省）
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第７節 基本方針 

循環型社会を形成していくためには、まず、できる限り廃棄物の排出を抑制し、次に、

廃棄物になったものについては不適正処理の防止、その他の環境への負荷の低減に配慮

しつつ、再使用、再生利用、熱回収の順にできる限り循環的な利用を行い、こうした排

出抑制及び適正な循環的利用を徹底した上で、適正な循環的利用が行えないものについ

ては、適正な処分を行うことが必要です。 

  このため、以下の事項を基本方針として取り組んでいくものとします。 

 

 

１  ３Ｒ（排出抑制・再使用・再生利用）の推進  

２  適正処理の推進  

 

 

 

 

天然資源

生産

消費・使用

廃棄

処理

処分

2番目：リユース
（再使用）

3番目：マテリアルリサイクル
（再生利用）

4番目：サーマルリサイクル
（熱回収）

5番目：適正処分

1番目：リデュース
（排出抑制）
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第２章 ごみ処理の現況調査･評価とごみ処理基本計画の策定 

 

 

 

構成市町村におけるごみ処理の現況調査・評価とごみ処理基本計画の策定を行います。 

第１節 ごみ処理の現況 

１．ごみ処理体系 

 構成市町村におけるごみ処理の状況を示します。 

 

２．ごみの排出量・排出原単位 

 構成市町村における収集・直接搬入ごみの排出量・排出原単位、集団回収量、構成

市町村独自ルートによる処理対象量、資源化量と資源化率の実績を示します。 

 なお、ごみの排出原単位については、収集ごみは一人 1 日当たりの排出量（g/人･

日）とし、直接搬入ごみは 1 日当たりの排出量（t/日）とします。 

 

収集･直接搬入(合計)：排出原単位(g/人･日) 

  ＝収集･直接搬入ごみ量(t/年)÷365(日)÷計画収集人口(人)×106 

収 集 ご み：排出原単位(g/人･日)＝収集ごみ量(t/年)÷365(日)÷計画収集人口(人)×106 

直 接 搬 入 ご み：排出原単位(t/年)＝直接搬入ごみ量(t/年)÷365(日) 

 

 

３．ごみの減量化・資源化の取組み 

 構成市町村におけるごみの減量化・資源化の取組みを示します。 
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４．ごみ処理システムの評価 

 ごみ処理システムの評価は、平成 25 年 4 月に見直しが行われた「市町村における

循環型社会づくりに向けた一般廃棄物処理システムの指針」（環境省）に基づき、環境

省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課の「市町村一般廃棄物処理システ

ム評価支援ツール（平成 28 年度版）」を用いて行いました。比較対象としたのは、産

業構造等の似通った全国の類似市町村です。なお、各指標は偏差値による評価を行っ

ており、ごみ処理システムとして優れている場合に偏差値が高くなります。 

 

   〈市町村一般廃棄物処理システム評価支援ツールによる評価方法〉 

算出された指標は、その項目によって、大きい方が良好なもの、小さい方が良

好なものがあるが、レーダーチャート上では、偏差値は以下の算出方法とし、数

値が大きいほど良好な状態を示すようにしています。 

大きい方が良好な指標の算出式：(実績値－平均値)÷標準偏差×10＋50 

小さい方が良好な指標の算出式：100－(実績値－平均値)÷標準偏差×10＋50 

●大きい方が良好な指標：廃棄物からの資源回収率 

●小さい方が良好な指標：人口一人 1 日当たりごみ総排出量、廃棄物のうち最

終処分される割合、人口一人当たり年間処理経費、

最終処分減量に要する費用 

レーダーチャートが平均値の外側に飛び出している指標は、対象の自治体が類

似市町村より優れているということを示しています。 

 

５．ごみ処理の課題 

構成市町村におけるごみ処理の課題についてまとめます。 
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第２節 ごみ処理基本計画 

 １．現状のまま推移した場合のごみ排出量の予測 

  構成市町村の人口及び排出原単位を元に、現状の実績傾向により推移した場合のごみ

排出量を算出します。 

  なお、年間の溶融処理能力を当該年度の人口で按分し、構成市町村の割当量として設

定しています。年間の溶融処理能力は以下の通りです。 

溶融処理能力 58t/日･炉×２炉×（365 日－年間停止日数 76 日）＝33,524t/年 

 ※溶融処理能力：溶融処理対象となるごみの発熱量が年々上昇してきており、ダイ

オキシン類への対策のため、現状は平均 58t/日･炉で操業してい

ます。 

 

 ２．減量化・資源化の目標 

  構成市町村におけるごみの減量化・資源化の数値目標を定めます。 

  組合圏域では、ごみ排出量のうち、可燃ごみやリサイクルプラザからの資源化残渣と

いった資源化されなかったものについて、サン・ポートのごみ処理施設にて溶融処理を

行っていることから、資源の分別を徹底することにより溶融処理量の削減に繋がります。 

 

 

 

 ３．ごみ処理に関する取組み体系図 

  構成市町村において、今後、取組みを行う施策について、体系図を示します。 

 

 ４．重点施策の実施計画 

  目標達成に向け、重点的に取組む施策を定めます。 

 

 ５．分別収集計画 

  構成市町村における分別収集の方針を示します。 

 

 ６．収集運搬計画 

  構成市町村における収集運搬の方針を示します。 

  

収集ごみ
・直接搬入ごみ

構成市町村独自ルート

溶融処理による
減量化量

溶融スラグ、溶融メタル、
飛灰

資
源
化
量

排出 中間処理 減量化・資源化

集団回収

溶融処理対象

リサイクルプラザ
資源化物

リサイクルプラザ
資源化物

構成市町村独自ルート

集団回収

排
出
量

中
間
処
理
量
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朝倉市  

 

第１節 ごみ処理の現況 

１．ごみ処理体系 

  市から排出される収集ごみ及び直接搬入ごみはサン・ポートで処理しています。 

  また、構成市町村独自ルート、集団回収により民間業者にて資源化しています。ごみ

処理状況（平成 29 年度実績）を朝倉市図 1-1 に示します。 

 

朝倉市図 1-1 ごみ処理状況（平成 29 年度実績） 

 

２．ごみの排出量・排出原単位 

（１）収集・直接搬入ごみの排出量・排出原単位 

  市におけるごみの排出量は過去 5 年間において約 2％減少しています。収集ごみと直

接搬入ごみの搬出量はともに、増減を繰り返しながらほぼ横ばいとなっています。 

  また、排出原単位については、平成 25 年度以降において増加傾向にあることから、減

量化を図る必要があります。 

収集・直接搬入ごみの排出量・排出原単位の推移を朝倉市図 1-2 に示します。 

 

朝倉市図 1-2 収集・直接搬入ごみの排出量・排出原単位の推移 

収集ごみ 溶融スラグ

14,715t/年 1,274t/年

可燃ごみ 溶融メタル

13,885t/年 596t/年 159t/年

資源ごみ 飛灰

660t/年 319t/年

粗大ごみ 資源化残渣

170t/年 1,450

1,149t/年 資源化物

1,979t/年 529

直接搬入ごみ

1,745t/年

朝倉市独自ルート 42t/年 民間業者

集団回収 830t/年 民間業者

民間業者

収集ごみ         直接搬入ごみ 各市町村による処理ルート 残さ

資源化物

サン・ポートで処理できないもの

民間業者

民間業者

民間業者

排出量

16,460t/年

ごみ処理施設

15,931t/年

リサイクル
プラザ

サン・ポート

13,996
(83.25%)

14,056
(83.3%)

13,894
(82.3%)

13,672
(83.3%)

13,885
(84.4%)

732(4.4%) 698(4.1%) 708(4.2%) 681(4.2%)
660
(4.0%)

260(1.5%) 170(1.0%) 238(1.4%) 155(0.9%) 170
(1.0%)

1,826(10.9%) 1,956(11.6%) 2,046(12.1%) 1,898(11.6%) 1,745(10.6%)

817.2 829.5 841.2 825.7 839.1

0.0

500.0

1,000.0

1,500.0

0

5,000

10,000

15,000

20,000

H25 H26 H27 H28 H29

排出原単位

(g/人・日) 

排出量

（t/年）

収集可燃 収集資源 収集粗大 収集混載

直接搬入 排出原単位 （年度）

16,814 16,880 16,886 16,406 16,460

 
参照：p.資-18～42 
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（２）集団回収量 

  市では、平成 29 年度は 98 の協力団体が集団回収を行っており、紙類、ガラス類、布

類を回収しています。いずれの品目も減少傾向にあり、集団回収への協力を呼び掛け、

ごみの資源化を推進する必要があります。なお、平成 29 年度に大幅に減少した要因とし

ては、7 月に発生した九州北部豪雨が考えられます。 

集団回収量を朝倉市図 1-3 に示します。 

 
 

朝倉市図 1-3 集団回収量 

 

（３）構成市町村独自ルートによる処理対象量 

市は独自ルートにより紙類を資源化しています。 

構成市町村独自ルートによる処理対象量を朝倉市図 1-4 に示します。 

 

朝倉市図 1-4 構成市町村独自ルートによる処理対象量  

1,100
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1,027
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(91.9%)
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29(2.6%) 28(2.6%)

27(2.8%)
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53(5.3%)
27
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（４）資源化量と資源化率 

  リサイクルプラザにて資源化された資源化物、構成市町村独自ルートによる資源化量、

集団回収量の合計が全体の排出量（構成市町村独自ルートによる資源化量、集団回収量

を含む）に占める割合は平成 25 年度以降において減少傾向にあり、分別の徹底を推進

し、資源化率の向上を図る必要があります。 

資源化量と資源化率を朝倉市図 1-5 に示します。 

 

※資源化量＝ごみ処理施設スラグ・メタル・飛灰量＋リサイクルプラザ資源化物量＋構成市町村独自ﾙｰﾄ＋集団回収量 

※資源化率＝資源化量÷(収集・直接搬入ごみの排出量＋構成市町村独自ﾙｰﾄ＋集団回収量)×100 

朝倉市図 1-5 資源化量と資源化率 

 

３．ごみの減量化・資源化の取組み 

◆広報等によるごみの減量、リサイクルの啓発 

 ごみ減量化のキーワードとして「４Ｒ」について掲載し、リフューズ（Refuse：不要物

の不購入）、リデュース（Reduce：廃棄物等の発生抑制）、リユース（Reuse：再利用）、リ

サイクル（Recycle：再生利用）について啓発を行っています。 
 

◆ごみの収集日、分別方法の周知 

 「家庭ごみの正しい分け方・出し方」や「資源物収集日程表」の配布を行い、また、ホ

ームページにおいても、各地区の収集日を掲載し、適正排出の推進を図っています。また、

分別区分や資源ごみの出し方について周知を図っています。 
 

◆紙類の資源化推進 

 紙類の分別方法やリサイクルによるごみの減量、エネルギーの節約について啓発を行っ

ています。 
 

◆生ごみの水切り推進 

 広報等において、生ごみの水切りや乾燥を呼びかけ、ごみの減量化を推進しています。 

  

1,776
(46.2%)

1,801
(52.0%)

1,797
(51.4%)

1,751
(53.6%)

1,752
(55.6%)

671
(18.2%)

506
(14.6%)

548
(15.7%)

488
(14.9%)

529
(16.85%)

38(1.0%) 39(1.1%) 39(1.1%)
40(1.2%) 42

(1.3%)

1,199
(32.5%)

1,117
(32.3%)

1,109
(31.8%)

988
(30.2%)
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(16.8%)

20.4%

19.2% 19.4%
18.7% 18.2%

0.0%
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資源化量
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ごみ処理施設 リサイクルプラザ 構成市町村独自ルート
集団回収 資源化率 （年度）

資源化率

3,684
3,463 3,494

3,267 3,153
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４．ごみ処理システムの評価 

  ごみ処理システムの評価を朝倉市表 1-1 に、システム分析結果を朝倉図 1-6 に示しま

す。 

朝倉市表 1-1 ごみ処理システムの評価        朝倉市図 1-6 システム分析結果 

項目 
評

価 
内容 

人口一人一日当

たり 

ごみ総排出量 

○ 

類似市町村の平均と比較すると、人口一

人一日当たりごみ総排出量は少なく、優れ

ていると言える。ただし、増加傾向にあるこ

とか ら、 減 量化 の推進 が必 要 と なっ て い

る。 

廃棄物からの資

源回収率 

（ RDF ・ セ メ ン ト

原料化等除く） 

○ 

類似市町村の平均と比較すると、廃棄物

からの資源回収率は高く、優れていると言

える。ただし、減少傾向にあることから、資

源化の推進が必要となっている。 

廃棄物のうち 

最 終 処 分 さ れ る

割合 

○ 

サン・ポートに搬入したごみは、処理後、資

源化しており、類似市町村の平均と比較す

ると、廃棄物のうち最終処分される割合は

小さく、優れていると言える。 

人 口 一 人 当た り

年間処理経費 
－ 

類似市町村の平均と比較すると、人口一

人当たり年間処理経費は、平均的であると

言える。 

最終処分減量に

要する費用 
－ 

類似市町村の平均と比較すると、処理・維

持管理費等の最終処分減量に要する費用

は、平均的であると言える。  

※類似市町村の平均より優れている場合：○、それ以外の場合：－  

※レーダーチャートが平均値の外側に飛び出している指標は、対象の自治体が類似市町村より優れているということを示している。  

５．ごみ処理の課題 

◆ごみの減量化・資源化について 

 市のごみの排出原単位は、平成 25 年度以降において増加傾向にあり、減量化・資源化に

向けた施策の実施が必要となっています。 

 また、小型家電については、収集量の確保が必要なことから、組合及び他の構成市町村

との協議により処理・資源化の検討を進めます。 

◆収集運搬について 

平成 29 年 10 月 1 日より家庭系直接搬入ごみの手数料が改訂され、直接搬入ごみが平成

29 年度は平成 28 年度と比べ減少しています。ただし、特定の日に搬入が集中することは、

周辺環境への影響や施設内の渋滞・安全の低下を招く恐れがあり、特に混雑が起こる年末

の搬入について住民への呼び掛けを行っています。今後も継続して施設の安定した運営に

協力するとともに、必要に応じて収集運搬体制の見直しを行います。 

◆野焼き、不法投棄等について 

野焼きについては、依然として行われている事例があり、広報等による啓発を継続し、

野焼きの禁止（例外規定は除く）について周知を図っていきます。 

不法投棄については、タイヤやボンベ、バッテリー等がよく事例としてあり、職員や環

境美化推進委員によるパトロール・回収、広報・チラシでの啓発を継続し、防止に努めま

す。 

◆事業系一般廃棄物について 

事業系一般廃棄物は、家庭から排出されるごみの処理に支障が生じない範囲で、サン・

ポートにおいて処理することができます。朝倉市では、今後、事業所からの食品残渣を使

ったバイオマス発電施設のサポートを検討しており、それにより事業系一般廃棄物の減量

化を目指します。 

備考：エネルギー回収量及び温室効果ガスについては、データの把握状況が市町村によって異なるため、参考値として取扱って下さい。また、民間施設への委託分も指標には反映されてい
ないことにご注意ください。

類型都市の概要

都市形態

人口区分 Ⅱ

産業構造 1

都市

50,000人以上～100,000人未満

Ⅱ次･Ⅲ次人口比95％未満、Ⅲ次人口比55％以上

65,183 

9,186 

34,707 

0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000

最終処分減量に要する費用
(円/t)

福岡県朝倉市：30,490(円/ｔ)

1.208

0.62

0.919

0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4

人口一人一日当たりごみ総排出量

(kg/人･日)

福岡県朝倉市：0.868（kg/人･日）

0.328

0.051

0.161

0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35

廃棄物からの資源回収率(RDF・セ

メント原料化等除く)(t/t)

福岡県朝倉市：0.187(ｔ/ｔ)

0.241

0

0.094

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

廃棄物のうち最終処分される割合

(t/t)

福岡県朝倉市：0.0（t/t）

24,568 

2,895 

11,219 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

人口一人当たり年間処理経費
(円/人･年)

福岡県朝倉市：10,157(円/人･年)

0

50

100

150

200

人口一人一日当たりご

み総排出量

廃棄物からの資源回収

率(RDF・セメント原料化

等除く)

廃棄物のうち最終処分

される割合

人口一人当たり年間処

理経費

最終処分減量に要する

費用

実績

平均

類似市町村数 100福岡県朝倉市

資料：平成29年度一般廃棄物処理事業実態調査結果（平成28年度実績）
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第２節 ごみ処理基本計画 

１．現状のまま推移した場合のごみ排出量の予測 

ごみ排出量・排出原単位の予測を朝倉市図 2-1、溶融処理対象量の予測を朝倉市図 2-

2、資源化量・資源化率の予測を朝倉市図 2-3 に示します。 

  

朝倉市図 2-1 ごみ排出量・排出原単位の予測 

 

  
             ※溶融処理対象量＝可燃ごみ排出量＋資源化残渣量 

※ごみ排出量のうち、資源化されないものについて、溶融処理を行っている。  

朝倉市図 2-2 溶融処理対象量の予測 

 

  

朝倉市図 2-3 資源化量・資源化率の予測  

16,814 16,880 16,886
16,40616,460 16,46916,400 16,329 16,25816,186 16,11616,042 15,96715,892 15,816 15,77215,662 15,58515,506 15,425 15,342

817.2 829.5 841.2 825.7 839.1 845.0 850.3 855.7 861.1 866.6 872.3 878.0 883.7 889.5 895.5 901.5 907.6 913.9 920.2 926.6 933.0
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（t/年）

(年度)

排出量 排出原単位

予測実績

中間目標年度 中間目標年度 目標年度

616 926 975 654 776 850 881 910 942 973 1,007 1,038 1,069 1,100 1,132 1,196 1,197 1,229 1,261 1,293 1,323

16,143
16,374 16,338

15,918 15,931 15,948 15,890 15,829 15,769 15,708 15,648 15,585 15,520 15,455 15,389 15,354 15,255 15,187 15,117 15,046 14,972

0
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8,000
10,000

12,000

14,000
16,000

18,000

20,000

22,000

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

（t/年）

(年度)

溶融処理対象量 割当量超過分

予測実績
溶融処理対象量

中間目標年度 中間目標年度 目標年度

20.4

19.2
19.4

18.7
18.2

19.2 19.2 19.1 19.0 18.9 18.9 18.8 18.7 18.6 18.6 18.5 18.4 18.4 18.3 18.2 18.1

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

0

2,000

4,000

6,000

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

（％）（t/年）

(年度)

ごみ処理施設 リサイクルプラザ
構成市町村独自ルート 集団回収
資源化率

予測実績

3,683
3,463 3,493

3,266 3,153
3,378 3,350 3,322 3,294 3,265 3,237 3,209 3,180 3,151 3,123 3,101 3,066 3,039 3,010 2,982 2,954

中間目標年度 中間目標年度 目標年度

人口の減少に伴い、市のごみ

排出量については減少すると

予想されますが、排出原単位

については増加すると予想さ

れます。目標年度である平成

45 年度には、ごみ排出量が

15,342t/ 年 、 排 出 原 単 位 が

933.0g/人・日となると見込ま

れます。 

市の溶融処理対象量は、ごみ

排出量の減少に伴い減少す

ると予測され、目標年度であ

る平成 45 年度には 14,972t/

年となると予測されます。 

ご み 処 理 施 設 の 処 理 能 力

（ 33,524 ｔ/ 年 ） を 当該 年 度 の

人口で按分した値を割当量と

して設定すると、 市ではげ 平

成 30 年度以降、継続して割

当 量 を 超 過 す る 見 込 み で あ

り、最大で 1,323ｔ/年について

独自ルート等による処理を検

討しなければならない見込み

となっています。 

市の資源化量及び資源化率

は、減 少する と 予測 され 、目

標年度である平成 45 年度に

は資源化量が 2,954t/年、資

源化率が 18.1％となると予測

されます。 



第２章 ごみ処理の現況調査･評価とごみ処理基本計画の策定 

19 

２．減量化・資源化の目標 

ごみ排出量・排出原単位の目標を朝倉市図 2-4、溶融処理対象量の目標を朝倉市図 2-

5、資源化量・資源化率の目標を朝倉市図 2-6 に示します。 

 

 

朝倉市図 2-4 ごみ排出量・排出原単位の目標 

 

  
※溶融処理対象量＝可燃ごみ排出量＋資源化残渣量 

※ごみ排出量のうち、資源化されないものについて、溶融処理を行っている。  

朝倉市図 2-5 溶融処理対象量の目標 

 

  

朝倉市図 2-6 資源化量・資源化率の目標 
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3,378

中間目標年度 中間目標年度 目標年度

市では、ごみの減量化を推進

し、排出原単位を平成 29 年度

実績より 5%削減することを目

標とします。 

目標年度である平成 45 年度

にはご み排出 量を 13,376t/

年、排出原単位を 813.4g/人・

日とすることを目指します。 

市では、ごみの減量化及び資

源の分別を徹底し、目標年度

である平成 45 年度には溶融

処理対象量を 12,885t/年とす

ることを目指します。 

市では、資源化を推進し、目

標年度である平成 45 年度に

は資源化量を 2,846t/年、資

源化率を 19.9％とすることを

目指します。 
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３．ごみ処理に関する取組み体系図 

ごみ処理に関する取組み体系図を朝倉市表 2-1 に示します。 

 

朝倉市表 2-1 ごみ処理に関する取組み体系図 

【取組み状況の内容】 ●：さらに推進  ★：重点施策 

ごみ処理の 

基本方針 
取組み項目 

前計画での

取組み 

取組み 

状況 

基本方針１ 

リデュース（排出抑制）の推進  

取組み項目１-１ ごみの減量化・資源化の推進  ★ ★ 

取組み項目１-２ 多量排出事業者への指導 ★ ★ 

基本方針２ 

リユース（再使用）の推進  

取組み項目２-１ フリーマーケットの開催 ● ● 

取組み項目２-２ リユース食器等の利用促進 ● ● 

基本方針３ 

リサイクル（再生利用）の推進  

取組み項目３-１ 分別品目細分化の検討 ● ● 

取組み項目３-２ 小型家電リサイクルの検討 ★ ★ 

取組み項目３-３ 行政における減量・リサイクルの推進  ● ● 

取組み項目３-４ 事業系ごみの分別収集の徹底  ★ ● 

取組み項目３-５ リサイクルルートの確保 ● ★ 

取組み項目３-６ 集団回収の積極的な活用 - ● 

基本方針４ 

適正処理の推進 

取組み項目４-１ より効率のよい収集体制の検討  ● ● 

取組み項目４-２ 排出禁止物の適正処理の指導 ● ● 

取組み項目４-３ 適正処理困難物の処理体制の確保  ★ ● 

取組み項目４-４ 緊急時、災害時のごみ処理対策の検討  ★ ★ 

取組み項目４-５ 地域清掃活動の促進 ● ● 

取組み項目４-６ 不法投棄の監視強化 ● ● 

 

４．重点施策の実施計画 

  重点施策を朝倉市表 2-2 に示します。 

 

朝倉市表 2-2 重点施策 

区分 取組み項目 

重点施策１ ごみの減量化・資源化の推進  （取組み項目１-１） 

重点施策２ 多量排出事業者への指導 （取組み項目１-２） 

重点施策３ 小型家電リサイクルの検討 （取組み項目３-２） 

重点施策４ リサイクルルートの確保 （取組み項目３-５） 

重点施策５ 緊急時、災害時のごみ処理対策の検討  （取組み項目４-４） 

 

◆重点施策１  ごみの減量化・資源化の推進（取組み項目１-１）  

  広報等によるごみの減量化・資源化の啓発や環境教育の推進を行います。また、集団

回収への協力の呼び掛け、生ごみの水切り等のごみ減量のための情報提供を行います。 
 

◆重点施策２  多量排出事業者への指導（取組み項目１-２）  

  事業所から排出される事業系一般廃棄物について、前年度の排出量、当該年度の減量

及び適正処理等に関する計画書を提出・実行するよう指導を行います。 
 

◆重点施策３  小型家電リサイクルの検討（取組み項目３-２）  

  平成 25 年 4 月 1 日に「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律（小型

家電リサイクル法）」が施行され、朝倉市においても導入の検討を行います。今後、市

役所等に回収ボックスを設置し、回収していくことを検討します。 

  



第２章 ごみ処理の現況調査･評価とごみ処理基本計画の策定 

21 

◆重点施策４  リサイクルルートの確保（取組み項目３-５）  

  重点施策３と並行し、小型家電だけではなくその他のリサイクルについて検討してい

き、ごみ排出量の減量、資源化率の向上に努めます。 
 

◆重点施策５  緊急時、災害時のごみ処理対策の検討（取組み項目４-４）  

  朝倉市や組合圏域から発生する災害ごみ等の処理について、構成市町村及び組合の連

携を強化し、迅速かつ適正な対応に努めます。 

  このため、緊急時や災害時における各市町村の住民等への対応、組合のごみ処理への

対応について、行政間の役割分担、緊急連絡体制組織、処理対象物の受入条件等を定め

た災害ごみ対策マニュアルを作成し、教育・訓練を含めて実施していきます。 

  また、朝倉市において、独自に災害廃棄物処理計画を策定し、災害時の廃棄物処理に

係る体制を確立していきます。 

 

５．分別収集計画 

  分別区分は、当面は現状の区分を維持することとします。 

  本組合圏域において新たな資源物の収集区分を設け、それに伴う循環型社会にふさわ

しい廃棄物のリサイクル処理システムを構築する必要があります。 

 

６．収集運搬計画 

（１）収集運搬に関する基本方針 

 

  収集運搬は構成市町村により行うものとし、ごみの発生・排出状況に対してより効

率的な収集運搬体制の整備を図り、収集運搬時において、生活環境に支障をきたさな

いように配慮します。  

 

（２）収集区域の範囲 

  朝倉市 全域 

 

（３）収集運搬体制 

  現在、朝倉市における収集運搬は、直営、委託又は許可により行っており、当面は現

体制を維持するものとします。 

 

（４）収集運搬方法 

  当面は現体制を維持するものとします。 
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東峰村  

 

第１節 ごみ処理の現況 

１．ごみ処理体系 

  村から排出される収集ごみ及び直接搬入ごみはサン・ポートで処理しています。 

  また、構成市町村独自ルート、集団回収により民間業者にて資源化しています。ごみ

処理状況（平成 29 年度実績）を東峰村図 1-1 に示します。 

 

東峰村図 1-1 ごみ処理状況（平成 29 年度実績） 

 

２．ごみの排出量・排出原単位 

（１）収集・直接搬入ごみの排出量・排出原単位 

  村におけるごみの排出量は過去 5 年間において約 5％減少しています。収集ごみは、

増減を繰り返しながら減少している傾向にあります。直接搬入ごみは、平成 29 年 10 月

1 日より家庭系直接搬入ごみの手数料が改訂されたことから、減少しています。 

  また、排出原単位については、平成 25 年度以降において増加傾向にあることから、減

量化を図る必要があります。 

収集・直接搬入ごみの排出量・排出原単位の推移を東峰村図 1-2 に示します。 

 
東峰村図 1-2 収集・直接搬入ごみの排出量・排出原単位の推移  

収集ごみ 溶融スラグ
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13t/年 資源化物
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収集ごみ         直接搬入ごみ 各市町村による処理ルート 残さ

資源化物

516t/年

サン・ポートで処理できないもの

排出量

民間業者ごみ処理施設

499t/年

民間業者

リサイクル
プラザ

民間業者

サン・ポート

440
(81.2%)

468
(82.2%)

429
(81.6%)

421
(79.4%)

450
(87.2%)

69(12.7%)
67(11.8%)

67(12.7%) 65(12.3%) 48
(9.3%)

4(0.7%)
3(0.5%)

3(0.6%) 3(0.6%)
2

(0.4%)

29(5.4%) 31(5.4%) 27(5.1%) 41(7.7%) 16(3.1%)

622.6 667.6 631.0 655.0 653.6

0.0

500.0

1,000.0

1,500.0

0

100

200

300

400

500

600

700

H25 H26 H27 H28 H29

排出原単位

(g/人・日) 

排出量

（t/年）

収集可燃 収集資源 収集粗大 収集混載

直接搬入 排出原単位 （年度）

542
569

526 530 516

 参照：p.資-43～64 



第２章 ごみ処理の現況調査･評価とごみ処理基本計画の策定 

23 

（２）集団回収量 

  村では、平成 29 年度は 1 の協力団体が集団回収を行っており、紙類、布類を回収して

います。いずれの品目も増加傾向にあり、引き続き集団回収への協力を呼び掛け、ごみ

の資源化を推進する必要があります。 

集団回収量を東峰村図 1-3 に示します。 

 
 

東峰村図 1-3 集団回収量 
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（３）資源化量と資源化率 

  リサイクルプラザにて資源化された資源化物、構成市町村独自ルートによる資源化量、

集団回収量の合計が全体の排出量（構成市町村独自ルートによる資源化量、集団回収量

を含む）に占める割合は増減を繰り返していますが、平成 29 年度は平成 28 年度と比べ

て減少しているため、分別の徹底を推進し、資源化率の向上を図る必要があります。 

資源化量と資源化率を東峰村図 1-4 に示します。 

 

※資源化量＝ごみ処理施設スラグ・メタル・飛灰量＋リサイクルプラザ資源化物量＋構成市町村独自ﾙｰﾄ＋集団回収量 

※資源化率＝資源化量÷(収集・直接搬入ごみの排出量＋構成市町村独自ﾙｰﾄ＋集団回収量)×100 

東峰村図 1-4 資源化量と資源化率 

 

３．ごみの減量化・資源化の取組み 

◆広報等によるごみの減量、リサイクルの啓発 

 ごみの減量化やリサイクルの推進について、広報等により啓発を行っています。また、

観光客に対しても啓発を行い、衛生的な環境づくりに努めています。 
 

◆ごみの収集日、分別方法の周知 

 「資源ごみ・燃えないごみの正しい分け方、出し方」、「燃えるごみ・不燃ごみ・粗大ご

みの収集日」を配布し、また、ホームページにおいても、ごみの出し方を掲載し、適正排

出の推進を図っています。 
 

◆古紙等集団回収奨励金の交付 

 古紙等の集団回収を行う団体に対し、奨励金を交付し、集団回収を推進しています。交

付の内容を東峰村表 1-1 に示します。 

東峰村表 1-1 古紙等集団回収奨励金交付要綱の概要 

項目 内容 

対 象 古紙(新聞・段ボール・雑誌・紙パック類)及び古布 

奨励金 

集団回収量 1 キログラム当たり 7 円を乗じて得た額から業者買い取り金額を差し引い

て交付する。業者への負担額が生じたときは基準額にこの負担額を上乗せした額を

奨励金の額を奨励金の額とする。 
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４．ごみ処理システムの評価 

  ごみ処理システムの評価を東峰村表 1-1 に、システム分析結果を東峰村図 1-5 に示し

ます。 

東峰村表 1-1 ごみ処理システムの評価        東峰村図 1-5 システム分析結果 

項目 
評

価 
内容 

人口一人一日当

たり 

ごみ総排出量 

○ 

類似市町村の平均と比較すると、人口一

人一日当たりごみ総排出量は少なく、優

れていると言える。ただし、やや増加傾向

にあることから、減量化の推進が必要と

なっている。 

廃棄物からの 

資源回収率 

（ RDF ・ セ メ ン ト

原料化等除く） 

－ 

類似市町村の平均と比較すると、廃棄物

からの資源回収率は、平均的であると言

える。継続して資源化を推進する必要が

ある。 

廃棄物のうち 

最 終 処 分 さ れ る

割合 

○ 

サン・ポートに搬入したごみは、処理後、

資源化しており、類似市町村の平均と比

較すると、廃棄物のうち最終処分される

割合は小さく、優れていると言える。 

人 口 一 人 当た り

年間処理経費 
○ 

類似市町村の平均と比較すると、人口一

人当たり年間処理経費は少なく、優れて

いると言える。 

最終処分減量に

要する費用 
○ 

類似市町村の平均と比較すると、処理・

維持管理費等の最終処分減量に要する

費用は少なく、優れていると言える。 

※類似市町村の平均より優れている場合：○、それ以外の場合：－ 

※レーダーチャートが平均値の外側に飛び出している指標は、対象の自治体が類似市町村より優れているということを示している。  

５．ごみ処理の課題 

◆ごみの減量化・資源化について 

 東峰村のごみの排出原単位は、やや増加傾向にあり、減量化・資源化に向けた施策の実

施が必要となっています。 

 また、小型家電については、収集量の確保が必要なことから、組合及び他の構成市町村

との協議により処理・資源化の検討を進めます。 
 

◆収集運搬について 

平成 29 年 10 月 1 日より家庭系直接搬入ごみの手数料が改訂され、直接搬入ごみが平成

29 年度は平成 28 年度と比べ減少しています。ただし、特定の日に搬入が集中することは、

周辺環境への影響や施設内の渋滞・安全の低下を招く恐れがあり、特に混雑が起こる年末

の搬入について住民への呼び掛けを行っています。今後も継続して施設の安定した運営に

協力するとともに、必要に応じて収集運搬体制の見直しを行います。 
 

◆不法投棄等について 

不法投棄については、不法投棄防止を目的とした巡回を月 2 回実施しており、今後も継

続して実施していきます。 
 

◆事業系一般廃棄物について 

事業系一般廃棄物は、家庭から排出されるごみの処理に支障が生じない範囲で、サン・

ポートにおいて処理することができます。ただし、廃棄物処理法第 3 条第 1 項において事

業系一般廃棄物は自己処理が原則とされており、多量排出事業者に対する減量計画作成の

指導や資源化の推進等を徹底する必要があります。 

備考：エネルギー回収量及び温室効果ガスについては、データの把握状況が市町村によって異なるため、参考値として取扱って下さい。また、民間施設への委託分も指標には反映されてい
ないことにご注意ください。

類型都市の概要

都市形態

人口区分 Ⅰ

産業構造 1

町村

5,000人未満

Ⅱ次･Ⅲ次人口比80％以上、Ⅲ次人口比55％未満

159,726 

22,622 

65,799 

0

50,000

100,000

150,000

200,000

最終処分減量に要する費用
(円/t)

福岡県東峰村：55,771(円/ｔ)

1.565

0.336

0.749

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

人口一人一日当たりごみ総排出量

(kg/人･日)

福岡県東峰村：0.653（kg/人･日）

0.47

0.032

0.21

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

廃棄物からの資源回収率(RDF・セ

メント原料化等除く)(t/t)

福岡県東峰村：0.185(ｔ/ｔ)

0.564

0

0.137

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

廃棄物のうち最終処分される割合

(t/t)

福岡県東峰村：0.0（t/t）

43,014 

5,980 

16,677 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

人口一人当たり年間処理経費
(円/人･年)

福岡県東峰村：13,665(円/人･年)

0

50

100

150

200

人口一人一日当たりご

み総排出量

廃棄物からの資源回収

率(RDF・セメント原料化

等除く)

廃棄物のうち最終処分

される割合

人口一人当たり年間処

理経費

最終処分減量に要する

費用

実績

平均

類似市町村数 32福岡県東峰村

資料：平成29年度一般廃棄物処理事業実態調査結果（平成28年度実績）
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第２節 ごみ処理基本計画 

１．現状のまま推移した場合のごみ排出量の予測 

ごみ排出量・排出原単位の予測を東峰村図 2-1、溶融処理対象量の予測を東峰村図 2-

2、資源化量・資源化率の予測を東峰村図 2-3 に示します。 

   

東峰村図 2-1 ごみ排出量・排出原単位の予測 

 

  
             ※溶融処理対象量＝可燃ごみ排出量＋資源化残渣量 

             ※ごみ排出量のうち、資源化されないものについて、溶融処理を行っている。  

東峰村図 2-2 溶融処理対象量の予測 

 

  

東峰村図 2-3 資源化量・資源化率の予測  
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排出原単位について増加する

と予想されます。目標年度で

ある平成 45 年度には、ごみ

排出量が 502t/年、排出原単

位が 758.2g/人・日となると見

込まれます。 

村の溶融処理対象量は、ごみ

排出量の 減少に伴 い減少 す

ると予測され、目標年度であ

る平成 45 年度には 480t/年

となると予測されます。 

村の資源化量及び資源化率

は、減 少する と 予測 され 、目

標年度である平成 45 年度に

は資源化量が 90t/年、資源

化率が 17.4％となると予測さ

れます。 
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２．減量化・資源化の目標 

ごみ排出量・排出原単位の目標を東峰村図 2-4、溶融処理対象量の目標を東峰村図 2-

5、資源化量・資源化率の目標を東峰村図 2-6 に示します。 

 

  

東峰村図 2-4 ごみ排出量・排出原単位の目標 

 

  
※溶融処理対象量＝可燃ごみ排出量＋資源化残渣量 

※ごみ排出量のうち、資源化されないものについて、溶融処理を行っている。  

東峰村図 2-5 溶融処理対象量の目標 

 

  

東峰村図 2-6 資源化量・資源化率の目標  
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村では、ごみ減量化を推進

し、目標年度である平成 45

年度にはごみ排出量を 397t/

年、排出原単位を 599.6g/

人・日とすることを目指しま

す。 

村では、ごみの減量化及び資

源の分別を徹底し、目標年度

である平成 45 年度には溶融

処理対象量を 380t/年とする

ことを目指します。 

村では、資源化を推進し、目

標年度である平成 45 年度に

は資源化量を 74t/年、資源化

率を 18.0％とすることを目指

します。 
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３．ごみ処理に関する取組み体系図 

ごみ処理に関する取組み体系図を東峰村表 2-1 に示します。 

 

東峰村表 2-1 ごみ処理に関する取組み体系図 

【取組み状況の内容】 ●：さらに推進  ★：重点施策 

ごみ処理の 

基本方針 
取組み項目 

前計画での

取組み 

取組み 

状況 

基本方針１ 

リデュース（排出抑制）の推進  

取組み項目１-１ ごみの減量化・資源化の推進  ★ ★ 

取組み項目１-２ 多量排出事業者への指導 ★ ● 

基本方針２ 

リユース（再使用）の推進  

取組み項目２-１ フリーマーケットの開催 ● ● 

取組み項目２-２ リユース食器等の利用促進 ● ● 

基本方針３ 

リサイクル（再生利用）の推進  

取組み項目３-１ 分別品目細分化の検討 ● ● 

取組み項目３-２ 小型家電リサイクルの検討 ★ ● 

取組み項目３-３ 行政における減量・リサイクルの推進  ● ★ 

取組み項目３-４ 事業系ごみの分別収集の徹底  ★ ● 

取組み項目３-５ リサイクルルートの確保 ● ● 

取組み項目３-６ 集団回収の積極的な活用 - ● 

基本方針４ 

適正処理の推進 

取組み項目４-１ より効率のよい収集体制の検討  ● ● 

取組み項目４-２ 排出禁止物の適正処理の指導 ● ● 

取組み項目４-３ 適正処理困難物の処理体制の確保  ● ● 

取組み項目４-４ 緊急時、災害時のごみ処理対策の検討  ★ ★ 

取組み項目４-５ 地域清掃活動の促進 ★ ● 

取組み項目４-６ 不法投棄の監視強化 ● ★ 

取組み項目４-７ 高齢者のごみ出し支援への取組強化  - ★ 

 

４．重点施策の実施計画 

  重点施策を東峰村表 2-2 に示します。 

 

東峰村表 2-2 重点施策 

区分 取組み項目 

重点施策１ ごみの減量化・資源化の推進  （取組み項目１-１） 

重点施策２ 行政における減量・リサイクルの推進  （取組み項目３-３） 

重点施策３ 緊急時、災害時のごみ処理対策の検討  （取組み項目４-４） 

重点施策４ 不法投棄の監視強化 （取組み項目４-６） 

重点施策５ 高齢者のごみ出し支援への取組強化  （取組み項目４-７） 

 

◆重点施策１  ごみの減量化・資源化の推進（取組み項目１-１）  

  広報等によるごみの減量化・資源化の啓発や環境教育の推進を行います。また、古紙

等集団回収奨励金制度の継続、生ごみの水切り等のごみ減量のための情報提供を行いま

す。 
 

◆重点施策２  行政における減量・リサイクルの推進（取組み項目３-３）  

  村役場より排出されるごみの減量化に努めます。また、リサイクルを推進することで

資源化率の向上を図ります。 
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◆重点施策３  緊急時、災害時のごみ処理対策の検討（取組み項目４-４）  

  東峰村や組合圏域から発生する災害ごみ等の処理について、構成市町村及び組合の連

携を強化し、迅速かつ適正な対応に努めます。 

  このため、緊急時や災害時における各市町村の住民等への対応、組合のごみ処理への

対応について、行政間の役割分担、緊急連絡体制組織、処理対象物の受入条件等を定め

た災害ごみ対策マニュアルを作成し、教育・訓練を含めて実施していきます。 

 

◆重点施策４  不法投棄の監視強化（取組み項目４-６）  

  私有地への不法投棄については、多くはありませんが、不法投棄防止を目的とした月

2 回の巡回を引き続き実施していきます。 
 

 

◆重点施策５  高齢者のごみ出し支援への取組強化（取組み項目４-７）  

  東峰村では、高齢者の割合が大きく、ごみ出し困難者が増えています。そのことから、

高齢者等のごみ出し困難者の支援への取組を強化することにより、適正な分別を行い、

資源化率の向上を図ります。 

 

５．分別収集計画 

  分別区分は、当面は現状の区分を維持することとします。 

  本組合圏域において新たな資源物の収集区分を設け、それに伴う循環型社会にふさわ

しい廃棄物のリサイクル処理システムを構築する必要があります。 

 

６．収集運搬計画 

（１）収集運搬に関する基本方針 

 

  収集運搬は構成市町村により行うものとし、ごみの発生・排出状況に対してより効

率的な収集運搬体制の整備を図り、収集運搬時において、生活環境に支障をきたさな

いように配慮します。  

 

（２）収集区域の範囲 

  東峰村 全域 

 

（３）収集運搬体制 

  現在、東峰村における収集運搬は、委託により行っており、当面は現体制を維持する

ものとします。 

 

（４）収集運搬方法 

  当面は現体制を維持するものとします。 
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筑前町  

 

第１節 ごみ処理の現況 

１．ごみ処理体系 

  町から排出される収集ごみ及び直接搬入ごみはサン・ポートで処理しています。 

  また、構成市町村独自ルート、集団回収により民間業者にて資源化しています。ごみ

処理状況（平成 29 年度実績）を筑前町図 1-1 に示します。 

 

筑前町図 1-1 ごみ処理状況（平成 29 年度実績） 

 

２．ごみの排出量・排出原単位 

（１）収集・直接搬入ごみの排出量・排出原単位 

  町におけるごみの排出量は過去 5 年間において約 10％増加しています。収集ごみにつ

いて、搬出量は増加傾向となっています。搬入ごみについては、平成 29 年 10 月 1 日よ

り家庭系直接搬入ごみの手数料が改訂され、平成 29 年度の直接搬入ごみ搬出量は平成

28 年度と比べ減少していますが、平成 25 年度と比べると増加しています。 

  また、排出原単位についても、平成 25 年度以降において増加傾向にあることから、減

量化を図る必要があります。 

収集・直接搬入ごみの排出量・排出原単位の推移を筑前町図 1-2 に示します。 

 
筑前町図 1-2 収集・直接搬入ごみの排出量・排出原単位の推移 

収集ごみ 溶融スラグ

7,974t/年 676t/年

可燃ごみ 溶融メタル

6,732t/年 210t/年 84t/年

資源ごみ 飛灰

1,146t/年 169t/年

粗大ごみ 資源化残渣

96t/年 1,505

810t/年 資源化物

2,052t/年 547

直接搬入ごみ

1,020t/年

筑前町独自ルート 800t/年 民間業者

集団回収 488t/年 民間業者
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参照：p.資-65～88 
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（２）集団回収量 

  町では、平成 29 年度は 58 の協力団体が集団回収を行っており、紙類、布類を回収し

ています。いずれの品目も減少傾向にあり、集団回収への協力を呼び掛け、ごみの資源

化を推進する必要があります。 

集団回収量を筑前町図 1-3 に示します。 

 
 

筑前町図 1-3 集団回収量 

 

（３）構成市町村独自ルートによる処理対象量 

町は独自ルートにより紙類、トレー、布類、食用油を資源化しています。 

構成市町村独自ルートによる処理対象量を筑前町図 1-4 に示します。 

 

筑前町図 1-4 構成市町村独自ルートによる処理対象量 
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（４）資源化量と資源化率 

  リサイクルプラザにて資源化された資源化物、構成市町村独自ルートによる資源化量、

集団回収量の合計が全体の排出量（構成市町村独自ルートによる資源化量、集団回収量

を含む）に占める割合は平成 25 年度以降において増加傾向にあり、引き続き分別の徹底

を推進し、資源化率の向上を図ります。 

資源化量と資源化率を筑前町図 1-5 に示します。 

 
※資源化量＝ごみ処理施設スラグ・メタル・飛灰量＋リサイクルプラザ資源化物量＋構成市町村独自ﾙｰﾄ＋集団回収量 

※資源化率＝資源化量÷(収集・直接搬入ごみの排出量＋構成市町村独自ﾙｰﾄ＋集団回収量)×100 

筑前町図 1-5 資源化量と資源化率 
 

３．ごみの減量化・資源化の取組み 

◆広報等によるごみの減量、リサイクルの啓発 

 ごみの減量化やリサイクルの推進について、広報等により啓発を行っています。また、

環境美化推進員制度を活用し、分別の徹底を図っています。 

◆ごみの収集日、分別方法の周知 

 「家庭ごみの正しい分け方・出し方」や「家庭ごみの収集計画表」の配布を行い、また、

ホームページにおいても、分別区分を掲載し、適正排出の推進を図っています。 

◆生ごみ処理機等購入費補助金の交付 

 家庭用生ごみ処理機及び容器の購入に要する経費について補助金を交付し、ごみの減量

を推進しています。交付の内容を筑前町表 1-1 に示します。 

筑前町表 1-1 生ごみ処理機等購入費補助金交付要綱の概要 

項目 内容 

対  象 電動式生ごみ処理機・生ごみ処理容器 

補助基数 生ごみ処理機は１世帯に１基、生ごみ処理容器は１世帯に２基以内。 

補助金額 本体購入価格の２分の１。補助金の上限は３万円。 
 

◆古紙等集団回収奨励金の交付 

 古紙等を集団により回収を行う町民団体に奨励金を交付し、集団回収を推進しています。

交付の内容を筑前町表 1-2 に示します。 

筑前町表 1-2 古紙等集団回収奨励金交付要綱の概要 

項目 内容 

対 象 古紙（新聞・チラシ、雑誌類及び段ボールをいう。）、古布及び紙パック  

奨励金 古紙等回収量１キログラムにつき７円を乗じて得た金額とする。  

  

847
(36.2%)

925
(35.8%)

957
(32.0%)

942
(33.4%)

929
(33.6%)

352
(15.0%)

441
(17.1%)
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(17.9%)

516
(18.3%)

547
(19.8%)

544(23.2%)
636(24.6%)

929(31.0%) 852(30.2%)
800

(28.9%)

598
(25.5%)

583
(22.6%)

570
(19.0%) 510

(18.1%)
488

(17.7%)

25.5% 25.7%
27.9% 27.0% 26.9%
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ごみ処理施設 リサイクルプラザ 構成市町村独自ルート

集団回収 資源化率 （年度）

資源化率

2,341
2,585

2,993
2,820 2,764
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４．ごみ処理システムの評価 

  ごみ処理システムの評価を筑前町表 1-3 に、システム分析結果を筑前町図 1-6 に示し

ます。 

 

筑前町表 1-3 ごみ処理システムの評価        筑前町図 1-6 システム分析結果 

項目 
評

価 
内容 

人口一人一日当

たり 

ごみ総排出量 

○ 

類似市町村の平均と比較すると、人口一

人一日当たりごみ総排出量は少なく、優

れていると言える。ただし、増加傾向にあ

ることから、減量化の推進が必要となって

いる。 

廃棄物からの 

資源回収率 

（ RDF ・ セ メ ン ト

原料化等除く） 

○ 

類似市町村の平均と比較すると、廃棄物

からの資源回収率は高く、優れていると言

える。ただし、減少傾向にあることから、資

源化の推進が必要となっている。 

廃棄物のうち 

最 終 処 分 さ れ る

割合 

○ 

サン・ポートに搬入したごみは、処理後、

資源化しており、類似市町村の平均と比

較すると、廃棄物のうち最終処分される割

合は小さく、優れていると言える。 

人 口 一 人 当た り

年間処理経費 
－ 

類似市町村の平均と比較すると、人口一

人当たり年間処理経費は、平均的である

と言える。 

最終処分減量に

要する費用 
－ 

類似市町村の平均と比較すると、処理・維

持管理費等の最終処分減量に要する費用

は、平均的であると言える。  

※類似市町村の平均より優れている場合：○、それ以外の場合：－  

※レーダーチャートが平均値の外側に飛び出している指標は、対象の自治体が類似市町村より優れているということを示している。 

５．ごみ処理の課題 

◆ごみの減量化・資源化について 

 筑前町のごみの排出原単位は、増加傾向にあり、減量化・資源化に向けた施策の実施が

必要となっています。 

 また、小型家電については、収集量の確保が必要なことから、組合及び他の構成市町村

との協議により処理・資源化の検討を進めます。 
 

◆収集運搬について 

平成 29 年 10 月 1 日より家庭系直接搬入ごみの手数料が改訂され、直接搬入ごみが平成

29 年度は平成 28 年度と比べ減少していますが、平成 25 年度と比べると増加しています。

特定の日に搬入が集中することは、周辺環境への影響や施設内の渋滞・安全の低下を招く

恐れがあり、定期収集への移行の推進等、対策を検討し、必要に応じて収集運搬体制の見

直しを行います。 
 

◆不法投棄、処理困難物等について 

不法投棄については、依然として行われている事例があり、環境美化推進委員による巡

回や職員による夜間パトロールを継続し、防止に努めます。また、県から無償で借用でき

る監視カメラも導入し、監視の強化に努めます。 
 

◆事業系一般廃棄物について 

事業系一般廃棄物は、家庭から排出されるごみの処理に支障が生じない範囲で、サン・

ポートにおいて処理することができます。ただし、廃棄物処理法第 3 条第 1 項において事

業系一般廃棄物は自己処理が原則とされており、また、搬入量が増加傾向にあることから、

多量排出事業者に対する減量計画作成の指導や資源化の推進等を徹底する必要があります。  

備考：エネルギー回収量及び温室効果ガスについては、データの把握状況が市町村によって異なるため、参考値として取扱って下さい。また、民間施設への委託分も指標には反映されてい
ないことにご注意ください。

類型都市の概要

都市形態

人口区分 Ⅴ

産業構造 2

町村

20,000人以上

Ⅱ次･Ⅲ次人口比80％以上、Ⅲ次人口比55％以上

85,045 

9,215 

40,476 

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

最終処分減量に要する費用
(円/t)

福岡県筑前町：42,594(円/ｔ)

1.587

0.637
0.896

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

人口一人一日当たりごみ総排出量

(kg/人･日)

福岡県筑前町：0.936（kg/人･日）

0.504

0.051

0.186

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

廃棄物からの資源回収率(RDF・セ

メント原料化等除く)(t/t)

福岡県筑前町：0.266(ｔ/ｔ)

0.808

0
0.091

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

廃棄物のうち最終処分される割合

(t/t)

福岡県筑前町：0.0（t/t）

28,177 

3,576 

12,951 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

人口一人当たり年間処理経費
(円/人･年)

福岡県筑前町：14,974(円/人･年)

0

50

100

150

200

人口一人一日当たりご

み総排出量

廃棄物からの資源回収

率(RDF・セメント原料化

等除く)

廃棄物のうち最終処分

される割合

人口一人当たり年間処

理経費

最終処分減量に要する

費用

実績

平均

類似市町村数 137福岡県筑前町

資料：平成29年度一般廃棄物処理事業実態調査結果（平成28年度実績）
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第２節 ごみ処理基本計画 

１．現状のまま推移した場合のごみ排出量の予測 

ごみ排出量・排出原単位の予測を筑前町図 2-1、溶融処理対象量の予測を筑前町図 2-

2、資源化量・資源化率の予測を筑前町図 2-3 に示します。 

   

筑前町図 2-1 ごみ排出量・排出原単位の予測 

 

  
             ※溶融処理対象量＝可燃ごみ排出量＋資源化残渣量 

             ※ごみ排出量のうち、資源化されないものについて、溶融処理を行っている。  

筑前町図 2-2 溶融処理対象量の予測 

 

  

筑前町図 2-3 資源化量・資源化率の予測 
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予測実績

2,341 2,555

2,993

2,820 2,764 2,860 2,873 2,879 2,885 2,891 2,896 2,902 2,908 2,912 2,917 2,923 2,927 2,932 2,938 2,943 2,948

中間目標年度 中間目標年度 目標年度

排出原単位について増加する

と予想されます。目標年度で

ある平成 45 年度には、ごみ

排出量が 9,587t/年、排出原

単位が 859.9g/人・日となると

見込まれます。 

町の溶融処理対象量は、ごみ

排出量の減少に伴い減少す

ると予測され、目標年度であ

る平成 45 年度には 9,007t/

年となると予測されます。 

町の資源化量及び資源化率

は、減 少する と 予測 され 、目

標年度である平成 45 年度に

は資源化量が 2,948t/年、資

源化率が 26.9％となると予測

されます。 
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２．減量化・資源化の目標 

ごみ排出量・排出原単位の目標を筑前町図 2-4、溶融処理対象量の目標を筑前町図 2-

5、資源化量・資源化率の目標を筑前町図 2-6 に示します。 

 

  

筑前町図 2-4 ごみ排出量・排出原単位の目標 

 

  
※溶融処理対象量＝可燃ごみ排出量＋資源化残渣量 

※ごみ排出量のうち、資源化されないものについて、溶融処理を行っている。  

筑前町図 2-5 溶融処理対象量の目標 

 

  

筑前町図 2-6 資源化量・資源化率の目標  
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2,341

2,555

2,993
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中間目標年度 中間目標年度 目標年度

町では、ごみの減量化を推進

し、目標年度である平成 45 年

度にはごみ排出量を 8,916t/

年、排出原単位を 799.7g/人・

日とすることを目指します。 

町では、ごみの減量化及び資

源の分別を徹底し、目標年度

である平成 45 年度には溶融

処理対象量を 8,279t/年とす

ることを目指します。 

町では、資源化を推進し、目

標年度である平成 45 年度に

は資源化量を 2,925t/年、資

源化率を 28.4％とすることを

目指します。 
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３．ごみ処理に関する取組み体系図 

ごみ処理に関する取組み体系図を筑前町表 2-1 に示します。 

 

筑前町表 2-1 ごみ処理に関する取組み体系図 

【取組み状況の内容】 ●：さらに推進  ★：重点施策 

ごみ処理の 

基本方針 
取組み項目 

前計画での

取組み 

取組み 

状況 

基本方針１ 

リデュース（排出抑制）の推進  

取組み項目１-１ ごみの減量化・資源化の推進  ★ ★ 

取組み項目１-２ 多量排出事業者への指導 ★ ★ 

基本方針２ 

リユース（再使用）の推進  

取組み項目２-１ フリーマーケットの開催 ● ● 

取組み項目２-２ リユース食器等の利用促進 ● ● 

基本方針３ 

リサイクル（再生利用）の推進  

取組み項目３-１ 分別品目細分化の検討 ● ● 

取組み項目３-２ 小型家電リサイクルの検討 ★ ● 

取組み項目３-３ 行政における減量・リサイクルの推進  ● ● 

取組み項目３-４ 事業系ごみの分別収集の徹底  ★ ★ 

取組み項目３-５ リサイクルルートの確保 ● ● 

取組み項目３-６ 集団回収の積極的な活用 - ● 

基本方針４ 

適正処理の推進 

取組み項目４-１ より効率のよい収集体制の検討  ● ● 

取組み項目４-２ 排出禁止物の適正処理の指導 ● ● 

取組み項目４-３ 適正処理困難物の処理体制の確保  ★ ● 

取組み項目４-４ 緊急時、災害時のごみ処理対策の検討  ★ ★ 

取組み項目４-５ 地域清掃活動の促進 ● ● 

取組み項目４-６ 不法投棄の監視強化 ● ★ 

 

４．重点施策の実施計画 

  重点施策を筑前町表 2-2 に示します。 

 

筑前町表 2-2 重点施策 

区分 取組み項目 

重点施策１ ごみの減量化・資源化の推進  （取組み項目１-１） 

重点施策２ 多量排出事業者への指導 （取組み項目１-２） 

重点施策３ 事業系ごみの分別収集の徹底 （取組み項目３-４） 

重点施策４ 緊急時、災害時のごみ処理対策の検討  （取組み項目４-４） 

重点施策５ 不法投棄の監視強化 （取組み項目４-６） 

 

◆重点施策１  ごみの減量化・資源化の推進（取組み項目１-１）  

  広報等によるごみの減量化・資源化の啓発や環境教育の推進を行います。また、集団

回収への協力の呼び掛け、生ごみの水切り等のごみ減量のための情報提供を行います。 
 

◆重点施策２  多量排出事業者への指導（取組み項目１-２）  

  事業所から排出される事業系一般廃棄物について、前年度の排出量、当該年度の減量

及び適正処理等に関する計画書を提出・実行するよう指導を行います。 
 

◆重点施策３  事業系ごみの分別収集の徹底（取組み項目３-４）  

  筑前町では、前年度と比較しごみ排出量の増えた事業所に対し、産業廃棄物を一般廃

棄物として排出していないか等の調査を実施し、減量に対する指導を行っています。  
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◆重点施策４  緊急時、災害時のごみ処理対策の検討（取組み項目４-４）  

  筑前町や組合圏域から発生する災害ごみ等の処理について、構成市町村及び組合の連

携を強化し、迅速かつ適正な対応に努めます。 

  このため、緊急時や災害時における各市町村の住民等への対応、組合のごみ処理への

対応について、行政間の役割分担、緊急連絡体制組織、処理対象物の受入条件等を定め

た災害ごみ対策マニュアルを作成し、教育・訓練を含めて実施していきます。 

  また、筑前町において、独自に災害廃棄物処理計画を策定し、災害時の廃棄物処理に

係る体制を確立していきます。 
 

◆重点施策５  不法投棄の監視強化（取組み項目４-６）  

  筑前町では、不法投棄防止を目的とした職員による巡回を実施しています。また、県

から無償で借用できる監視カメラで監視を行う等、監視・パトロールの強化を行い、不

法投棄防止に努めます。 

 

５．分別収集計画 

  分別区分は、当面は現状の区分を維持することとします。 

  本組合圏域において新たな資源物の収集区分を設け、それに伴う循環型社会にふさわ

しい廃棄物のリサイクル処理システムを構築する必要があります。 
 

６．収集運搬計画 

（１）収集運搬に関する基本方針 

 

  収集運搬は構成市町村により行うものとし、ごみの発生・排出状況に対してより効

率的な収集運搬体制の整備を図り、収集運搬時において、生活環境に支障をきたさな

いように配慮します。  
 

 

（２）収集区域の範囲 

  筑前町 全域 
 

（３）収集運搬体制 

  現在、筑前町における収集運搬は、委託又は許可により行っており、当面は現体制を

維持するものとします。 

 

（４）収集運搬方法 

  将来的に検討を行う紙くず及び生ごみの分別収集に合わせて、新たな収集運搬方法を

計画する必要がありますが、当面は現体制を維持するものとします。 
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大刀洗町  

 

第１節 ごみ処理の現況 

１．ごみ処理体系 

  町から排出される収集ごみ及び直接搬入ごみはサン・ポートで処理しています。 

  また、構成市町村独自ルート、集団回収により民間業者にて資源化しています。ごみ

処理状況（平成 29 年度実績）を大刀洗町図 1-1 に示します。 

 

大刀洗町図 1-1 ごみ処理状況（平成 29 年度実績） 
 

２．ごみの排出量・排出原単位 

（１）収集・直接搬入ごみの排出量・排出原単位 

  町におけるごみの排出量は過去 5 年間において約 2％増加しています。平成 29 年 10

月 1 日より家庭系直接搬入ごみの手数料が改訂され、平成 29 年度の直接搬入ごみ搬出

量は平成 28 年度と比べ減少していますが、平成 25 年度と比べると増加しています。 

  また、排出原単位については、平成 25 年度以降において増加傾向にあることから、減

量化を図る必要があります。 

収集・直接搬入ごみの排出量・排出原単位の推移を大刀洗町図 1-2 に示します。 

 

大刀洗町図 1-2 収集・直接搬入ごみの排出量・排出原単位の推移 

収集ごみ 溶融スラグ

3,623t/年 296t/年

可燃ごみ 溶融メタル

2,984t/年 67t/年 37t/年

資源ごみ 飛灰

572t/年 74t/年

粗大ごみ 資源化残渣

67t/年 644

240t/年 資源化物

879t/年 235

直接搬入ごみ

307t/年

526t/年 民間業者

集団回収 99t/年 民間業者

民間業者

収集ごみ         直接搬入ごみ 各市町村による処理ルート 残さ

資源化物

3,930t/年

サン・ポートで処理できないもの

排出量

民間業者ごみ処理施設

3,695t/年

民間業者

リサイクル
プラザ

民間業者

サン・ポート

大刀洗町独自ルート

2,934

(76.0%)
2,978
(75.2%)

3,014
(75.1%)

2,976
(75.3%)

2,984
(75.9%)

623(16.1%) 612(15.4%)
614(15.3%)

597(15.1%) 572
(14.6%)

52(1.3%) 58(1.5%) 53(1.3%) 52(1.3%)
67

(1.7%)

252(6.5%) 314(7.9%)
325(8.3%)

325(8.2%) 307(7.8%)

682.1 699.8 710.7 695.9 691.7

0.0

500.0

1,000.0

1,500.0

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

H25 H26 H27 H28 H29

排出原単位

(g/人・日) 

排出量

（t/年）

収集可燃 収集資源 収集粗大 直接搬入 排出原単位
（年度）

3,861 3,962 4,014 3,950 3,930

 
参照：p.資-89～111 
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（２）集団回収量 

  町では、平成 29 年度は 7 の協力団体が集団回収を行っており、紙類、布類を回収して

います。いずれの品目も減少傾向にあり、集団回収への協力を呼び掛け、ごみの資源化

を推進する必要があります。 

集団回収量を大刀洗町図 1-3 に示します。 

 
 

大刀洗町図 1-3 集団回収量 

 

（３）構成市町村独自ルートによる処理対象量 

町は独自ルートにより紙、トレー、布類、食用油を資源化しています。 

構成市町村独自ルートによる処理対象量を大刀洗町図 1-4 に示します。 

 

大刀洗町図 1-4 構成市町村独自ルートによる処理対象量 
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（４）資源化量と資源化率 

  リサイクルプラザにて資源化された資源化物、構成市町村独自ルートによる資源化量、

集団回収量の合計が全体の排出量（構成市町村独自ルートによる資源化量、集団回収量

を含む）に占める割合は平成 25 年度以降において減少傾向にあり、分別の徹底を推進

し、資源化率の向上を図る必要があります。 

資源化量と資源化率を大刀洗町図 1-5 に示します。 

 

※資源化量＝ごみ処理施設スラグ・メタル・飛灰量＋リサイクルプラザ資源化物量＋構成市町村独自ﾙｰﾄ＋集団回収量 

※資源化率＝資源化量÷(収集・直接搬入ごみの排出量＋構成市町村独自ﾙｰﾄ＋集団回収量)×100 

大刀洗町図 1-5 資源化量と資源化率 
 

３．ごみの減量化・資源化の取組み 

◆広報等によるごみの減量、リサイクルの啓発 

 ごみの減量化やリサイクルの推進について、「ごみ問題特集」等の特集を組み、広報によ

り啓発を行っています。また、生ごみの水切りや家庭における資源ごみの分け方を紹介し、

啓発を行っています。 
 

◆ごみの収集日、分別方法の周知 

 「家庭ごみの正しい分け方・出し方」の配布を行い、また、ホームページにおいても、

分別区分、ごみ収集カレンダーを掲載し、適正排出の推進を図っています。 
 

◆生ごみ処理機等購入費補助金の交付 

 ごみの減量化のため、個人で購入された生ごみ処理機に対して補助金を交付している。

交付の内容を大刀洗町表 1-1 に示します。 

 

大刀洗町表 1-1 家庭用生ごみ処理機等購入費補助金交付の概要 

項目 内容 

対  象 家庭用生ごみ処理機 

補助基数 町予算の範囲内 １世帯１機、コンポストは１世帯２個まで  

補助金額 購入金額の 40％ ただし 25,000 円を上限 
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(43.0%)

526
(41.5%)

145(10.8%)
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集団回収 資源化率 （年度）

資源化率
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４．ごみ処理システムの評価 

  ごみ処理システムの評価を大刀洗町表 1-2 に、システム分析結果を大刀洗町図 1-6 に

示します。 

大刀洗町表 1-2 ごみ処理システムの評価        大刀洗町図 1-6 システム分析結果 

項目 
評

価 
内容 

人口一人一日当

たり 

ごみ総排出量 

○ 

類似市町村の平均と比較すると、人口一

人一日当たりごみ総排出量は少なく、優

れていると言える。ただし、増加傾向にあ

ることから、減量化の推進が必要となって

いる。 

廃棄物からの資

源回収率 

（ RDF ・ セ メ ン ト

原料化等除く） 

○ 

類似市町村の平均と比較すると、廃棄物

からの資源回収率は高く、優れていると

言える。 ただ し、 減少 傾向に あ るこ とか

ら、資源化の推進が必要となっている。  

廃棄物のうち 

最 終 処 分 さ れ る

割合 

○ 

サン・ポートに搬入したごみは、処理後、

資源化しており、類似市町村の平均と比

較すると、廃棄物のうち最終処分される

割合は小さく、優れていると言える。 

人 口 一 人 当た り

年間処理経費 
－ 

類似市町村の平均と比較すると、人口一

人当たり年間処理経費は、平均的である

と言える。 

最終処分減量に

要する費用 
－ 

類似市町村の平均と比較すると、処理・

維持管理費等の最終処分減量に要する

費用は、平均的であると言える。  

※類似市町村の平均より優れている場合：○、それ以外の場合：－  

※レーダーチャートが平均値の外側に飛び出している指標は、対象の自治体が類似市町村より優れているということを示している。 

 

５．ごみ処理の課題 

◆ごみの減量化・資源化について 

 大刀洗町のごみの排出原単位は、増加傾向にあり、減量化・資源化に向けた施策の実施

が必要となっています。 

 また、小型家電については、収集量の確保が必要なことから、組合及び他の構成市町村

との協議により処理・資源化の検討を進めます。 

◆収集運搬について 

平成 29 年 10 月 1 日より家庭系直接搬入ごみの手数料が改訂され、直接搬入ごみが平成

29 年度は平成 28 年度と比べ減少していますが、平成 25 年度と比べると増加しています。

特定の日に搬入が集中することは、周辺環境への影響や施設内の渋滞・安全の低下を招く

恐れがあり、定期収集への移行の推進等、対策を検討し、必要に応じて収集運搬体制の見

直しを行います。 

また、紙おむつ、リサイクル等について検討し、住民サービスの向上に努めます。 

◆不法投棄について 

不法投棄については、依然として行われている事例があります。町では、不法投棄防止

を呼び掛ける看板を配布しており、平成 29 年度は、看板の配布数が多い傾向にありまし

た。引き続き、看板の配布、巡回等を実施し、不法投棄防止に努めます。 

◆事業系一般廃棄物について 

事業系一般廃棄物は、家庭から排出されるごみの処理に支障が生じない範囲で、サン・

ポートにおいて処理することができます。ただし、廃棄物処理法第 3 条第 1 項において事

業系一般廃棄物は自己処理が原則とされており、また、搬入量が増加傾向にあることから、

多量排出事業者に対する減量計画作成の指導や資源化の推進等を徹底する必要があります。 

備考：エネルギー回収量及び温室効果ガスについては、データの把握状況が市町村によって異なるため、参考値として取扱って下さい。また、民間施設への委託分も指標には反映されてい
ないことにご注意ください。

類型都市の概要

都市形態

人口区分 Ⅳ

産業構造 2

町村

15,000人以上～20,000人未満

Ⅱ次･Ⅲ次人口比80％以上、Ⅲ次人口比55％以上

479,948 

8,486 
49,853 
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最終処分減量に要する費用
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福岡県大刀洗町：0.716（kg/人･日）
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0.019

0.172
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0.10
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廃棄物からの資源回収率(RDF・セ

メント原料化等除く)(t/t)

福岡県大刀洗町：0.254(ｔ/ｔ)
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34,121 

3,781 

14,120 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

人口一人当たり年間処理経費
(円/人･年)

福岡県大刀洗町：11,705(円/人･年)

0

50

100

150

200

人口一人一日当たりご

み総排出量

廃棄物からの資源回収

率(RDF・セメント原料化

等除く)

廃棄物のうち最終処分

される割合

人口一人当たり年間処

理経費

最終処分減量に要する

費用

実績

平均

類似市町村数 80福岡県大刀洗町

資料：平成29年度一般廃棄物処理事業実態調査結果（平成28年度実績）
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第２節 ごみ処理基本計画 

１．現状のまま推移した場合のごみ排出量の予測 

ごみ排出量・排出原単位の予測を大刀洗町図 2-1、溶融処理対象量の予測を大刀洗町

図 2-2、資源化量・資源化率の予測を大刀洗町図 2-3 に示します。 

  

大刀洗町図 2-1 ごみ排出量・排出原単位の予測 

 

  
             ※溶融処理対象量＝可燃ごみ排出量＋資源化残渣量 

             ※ごみ排出量のうち、資源化されないものについて、溶融処理を行っている。  

大刀洗町図 2-2 溶融処理対象量の予測 

 

  

大刀洗町図 2-3 資源化量・資源化率の予測 
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699.8 710.7 695.9 691.7 700.5 701.3 701.5 702.3 702.5 702.6 702.8 703.1 702.6 702.2 702.3 701.1 700.9 700.3 700.1 699.1

0.0

100.0

200.0

300.0

400.0

500.0

600.0

700.0

800.0

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

（t/年）

(年度)

排出量 排出原単位

予測実績

中間目標年度 中間目標年度 目標年度
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中間目標年度 中間目標年度 目標年度
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1,344

1,379 1,353
1,294

1,267 1,296 1,291 1,288 1,283 1,279 1,276 1,271 1,267 1,262 1,257 1,253 1,248 1,243 1,238 1,234 1,229

中間目標年度 中間目標年度 目標年度

排出原単位について、増加す

ると予想されます。目標年度

である平成 45 年度には、ごみ

排出量が 3,969t/年、排出原

単位が 699.1g/人・日となると

見込まれます。 

町の溶融処理対象量は、ごみ

排出量の 減少に伴 い減少 す

ると予測され、目標年度であ

る平成 45 年度には 3,811t/年

となると予測されます。 

町の資源化量及び資源化率

は、減 少する と 予測 され 、目

標年度である平成 45 年度に

は資源化量が 1,229t/年、資

源化率が 26.8％となると予測

されます。 
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２．減量化・資源化の目標 

ごみ排出量・排出原単位の目標を大刀洗町図 2-4、溶融処理対象量の目標を大刀洗町

図 2-5、資源化量・資源化率の目標を大刀洗町図 2-6 に示します。 

 

 

大刀洗町図 2-4 ごみ排出量・排出原単位の目標 

 

  
※溶融処理対象量＝可燃ごみ排出量＋資源化残渣量 

※ごみ排出量のうち、資源化されないものについて、溶融処理を行っている。  

大刀洗町図 2-5 溶融処理対象量の目標 

 

  

大刀洗町図 2-6 資源化量・資源化率の目標  
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1,344
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1,294 1,267 1,296 1,294 1,293 1,293 1,292 1,292 1,291 1,292 1,292 1,291 1,291 1,291 1,290 1,289 1,290 1,290

中間目標年度 中間目標年度 目標年度

町では、ごみの減量化を推進

し、目標年度である平成 45 年

度にはごみ排出量を 3,843t/

年、排出原単位を 676.9g/人・

日とすることを目指します。 

町では、ごみの減量化及び資

源の分別を徹底し、目標年度

である平成 45 年度には溶融

処理対象量を 3,604t/年とす

ることを目指します。 

町では、資源化を推進し、目

標年度である平成 45 年度に

は資源化量を 1,290t/年、資

源化率を 28.9％とすることを

目指します。 
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３．ごみ処理に関する取組み体系図 

ごみ処理に関する取組み体系図を大刀洗町表 2-1 に示します。 

 

大刀洗町表 2-1 ごみ処理に関する取組み体系図 

【取組み状況の内容】 ●：さらに推進  ★：重点施策 

ごみ処理の 

基本方針 
取組み項目 

前計画での

取組み 

取組み 

状況 

基本方針１ 

リデュース（排出抑制）の推進  

取組み項目１-１ ごみの減量化・資源化の推進  ★ ★ 

取組み項目１-２ 多量排出事業者への指導 ★ ★ 

基本方針２ 

リユース（再使用）の推進  

取組み項目２-１ フリーマーケットの開催 ● ● 

取組み項目２-２ リユース食器等の利用促進 ● ● 

基本方針３ 

リサイクル（再生利用）の推進  

取組み項目３-１ 分別品目細分化の検討 ● ● 

取組み項目３-２ 小型家電リサイクルの検討 ★ ★ 

取組み項目３-３ 行政における減量・リサイクルの推進  ● ● 

取組み項目３-４ 事業系ごみの分別収集の徹底  ★ ★ 

取組み項目３-５ リサイクルルートの確保 ● ● 

取組み項目３-６ 集団回収の積極的な活用 - ● 

基本方針４ 

適正処理の推進 

取組み項目４-１ より効率のよい収集体制の検討  ● ● 

取組み項目４-２ 排出禁止物の適正処理の指導 ● ● 

取組み項目４-３ 適正処理困難物の処理体制の確保  ★ ● 

取組み項目４-４ 緊急時、災害時のごみ処理対策の検討  ★ ★ 

取組み項目４-５ 地域清掃活動の促進 ● ● 

取組み項目４-６ 不法投棄の監視強化 ● ● 

 

４．重点施策の実施計画 

  重点施策を大刀洗町表 2-2 に示します。 

 

大刀洗町表 2-2 重点施策 

区分 取組み項目 

重点施策１ ごみの減量化・資源化の推進  （取組み項目１-１） 

重点施策２ 多量排出事業者への指導 （取組み項目１-２） 

重点施策３ 小型家電リサイクルの検討 （取組み項目３-２） 

重点施策４ 事業系ごみの分別収集の徹底 （取組み項目３-４） 

重点施策５ 緊急時、災害時のごみ処理対策の検討  （取組み項目４-４） 

 

◆重点施策１  ごみの減量化・資源化の推進（取組み項目１-１）  

  広報等によるごみの減量化・資源化の啓発や環境教育の推進を行います。また、生ご

み処理機等購入費補助金制度の継続、生ごみの水切り等のごみ減量のための情報提供を

行います。 
 

◆重点施策２  多量排出事業者への指導（取組み項目１-２）  

  事業所から排出される事業系一般廃棄物について、前年度の排出量、当該年度の減量

及び適正処理等に関する計画書を提出・実行するよう指導を行います。 
 

◆重点施策３  小型家電リサイクルの検討（取組み項目３-２）  

  平成 25 年度 4 月 1 日に「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律（小

型家電リサイクル法）」が施行され、導入の検討を行います。また、収集量の確保が必

要なことから、回収ボックスの設置などの検討を進めます。  
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◆重点施策４  事業系ごみの分別収集の徹底（取組み項目３-４）  

  事業系ごみの分別収集の徹底を行い、資源化率の向上に努めます。また、大刀洗町で

は今後事業系生ごみの堆肥化を検討しています。 
 

 

◆重点施策５  緊急時、災害時のごみ処理対策の検討（取組み項目４-４）  

  大刀洗町や組合圏域から発生する災害ごみ等の処理について、構成市町村及び組合の

連携を強化し、迅速かつ適正な対応に努めます。 

  このため、緊急時や災害時における各市町村の住民等への対応、組合のごみ処理への

対応について、行政間の役割分担、緊急連絡体制組織、処理対象物の受入条件等を定め

た災害ごみ対策マニュアルを作成し、教育・訓練を含めて実施していきます。 

  また、大刀洗町において、独自に災害廃棄物処理計画を策定し、災害時の廃棄物処理

に係る体制を確立していきます。 

 

５．分別収集計画 

  分別区分は、当面は現状の区分を維持することとします。 

  本組合圏域において新たな資源物の収集区分を設け、それに伴う循環型社会にふさわ

しい廃棄物のリサイクル処理システムを構築する必要があります。 

 

６．収集運搬計画 

（１）収集運搬に関する基本方針 

  収集運搬は構成市町村により行うものとし、ごみの発生・排出状況に対してより効

率的な収集運搬体制の整備を図り、収集運搬時において、生活環境に支障をきたさな

いように配慮します。  
 

 

（２）収集区域の範囲 

  大刀洗町 全域 
 

（３）収集運搬体制 

  現在、大刀洗町における収集運搬は、委託により行っており、当面は現体制を維持す

るものとします。 

 

（４）収集運搬方法 

  将来的に検討を行う紙くず及び生ごみの分別収集に合わせて新たな収集運搬方法を計

画する必要がありますが、当面は現体制を維持するものとします。 
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久留米市北野町  

 

第１節 ごみ処理の現況 

１．ごみ処理体系 

  久留米市北野町（以下、「北野地域」と表記）から排出される収集ごみ及び直接搬入ご

みはサン・ポートで処理しています。 

  また、構成市町村独自ルート、集団回収により民間業者にて資源化しています。ごみ

処理状況（平成 29 年度実績）を北野地域図 1-1 に示します。 

 

北野地域図 1-1 ごみ処理状況（平成 29 年度実績） 
 

２．ごみの排出量・排出原単位 

（１）収集・直接搬入ごみの排出量・排出原単位 

  町におけるごみの排出量は過去 5 年間において約 10％減少しています。収集ごみは減

少傾向にあります。また、直接搬入ごみの搬出量も平成 29 年 10 月 1 日より家庭系直接

搬入ごみの手数料が改訂されたことから、減少傾向にあります。 

  また、排出原単位については、平成 27 年度から平成 28 年度に減少していますが、要

因としては平成 28 年 4 月に行われたごみ処理手数料の改定が考えられます。  

収集・直接搬入ごみの排出量・排出原単位の推移を北野地域図 1-2 に示します。 

 
北野地域図 1-2 収集・直接搬入ごみの排出量・排出原単位の推移 

収集ごみ 溶融スラグ

3,645t/年 291t/年

可燃ごみ 溶融メタル

3,428t/年 13t/年 36t/年

資源ごみ 飛灰

190t/年 73t/年

粗大ごみ 資源化残渣

27t/年 191

44t/年 資源化物

261t/年 70

直接搬入ごみ

57t/年

集団回収 263t/年 民間業者

民間業者

収集ごみ         直接搬入ごみ 各市町村による処理ルート 残さ

資源化物

3,702t/年

サン・ポートで処理できないもの

排出量

民間業者ごみ処理施設
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参照：p.資-107～134 
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（２）集団回収量 

  北野地域では、平成 29 年度は 14 の協力団体が集団回収を行っており、紙類、金属類、

ガラス類、布類等を回収しています。いずれの品目も減少傾向にあり、集団回収への協

力を呼び掛け、ごみの資源化を推進する必要があります。 

集団回収量を北野地域図 1-3 に示します。 

 
 

北野地域図 1-3 集団回収量 

 

（３）構成市町村独自ルートによる処理対象量 

町は独自ルートによりトレーを資源化しています。ただし、北野地域分としては算出

不可であるため、0ｔ/年としました。 

構成市町村独自ルートによる処理対象量を北野地域図 1-4 に示します。 

 

北野地域図 1-4 構成市町村独自ルートによる処理対象量 
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（４）資源化量と資源化率 

  リサイクルプラザにて資源化された資源化物、構成市町村独自ルートによる資源化量、

集団回収量の合計が全体の排出量（構成市町村独自ルートによる資源化量、集団回収量

を含む）に占める割合は平成 25 年度以降において減少傾向にあり、分別の徹底を推進

し、資源化率の向上を図る必要があります。 

資源化量と資源化率を北野地域図 1-5 に示します。 

 

※資源化量＝ごみ処理施設スラグ・メタル・飛灰量＋リサイクルプラザ資源化物量＋構成市町村独自ﾙｰﾄ＋集団回収量 

※資源化率＝資源化量÷(収集・直接搬入ごみの排出量＋構成市町村独自ﾙｰﾄ＋集団回収量)×100 

北野地域図 1-5 資源化量と資源化率 
 

３．ごみの減量化・資源化の取組み 

◆広報等によるごみの減量、リサイクルの啓発 

 ごみの減量化やリサイクルの推進について、広報等により啓発を行っております。また、

分別推進員制度を活用した研修の実施により分別の徹底を図っています。 
 

◆ごみの収集日、分別方法の周知 

 「ごみカレンダー」の配布を行い、ホームページにおいても、分別区分を掲載し、適正

排出の推進を図っています。また、平成 31 年度からごみ分別辞典（冊子）の各戸配布を行

い、ごみの再資源化を推進していきます。 
 

◆電動式生ごみ処理機購入費補助金・生ごみ処理容器具購入費補助金の交付 

 家庭用の電動式生ごみ処理機、生ごみ処理容器具を購入する人に費用の一部を補助して

いる。交付の内容を北野地域表 1-1 に示します。 

北野地域表 1-1 家庭用生ごみ処理機の補助の概要 
項目 内容 

対  象 電動式生ごみ処理機 生ごみ処理容器具 

補助基数 １世帯に１台まで １世帯に２台まで 

補助金額 
購 入 費 の ２ 分 の １ 以 内 。 補 助 の 上 限 額 は

20,000 円 

購入費の４分の３以内。補助の上限額は 6,000

円 

◆資源回収奨励金の交付 

集団回収を行う地域住民団体に対し、奨励金を交付し、集団回収を推進している。交付

の内容を北野地域表 1-2 に示します。 

北野地域表 1-2 資源回収奨金励制度の概要 

項目 内容 

対 象 古紙・古布類、空き缶、空きビン 

奨励金 
古紙・古布類＝1 キログラムあたり 6 円、空き缶＝1 キログラムあたり 4 円、 

空きビン＝1 本あたり 2～3 円 

432
(45.9%)

431
(49.1%)

444
(50.0%)

407
(57.9%)

400
(54.5%)

146(15.5%) 105(12.0%) 122(13.7%)

73(10.4%) 70
(9.6%)

1(0.1%)
0(0.0%) 0(0.0%)

0(0.0%)

0
(0.0%)

362
(38.5%)

342
(38.9%)

322
(36.3%) 223

(31.7%)

263
(35.9%)

21.2%
20.1% 19.8%

17.6%
18.5%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

0

500

1,000

1,500

H25 H26 H27 H28 H29

資源化量

（t/年）

ごみ処理施設 リサイクルプラザ 構成市町村独自ルート

集団回収 資源化率 （年度）

資源化率

941
878 888

703 733
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４．ごみ処理システムの評価 

  ごみ処理システムの評価を北野地域表 1-3 に、システム分析結果を北野地域図 1-6 に

示します。 

北野地域表 1-3 ごみ処理システムの評価        北野地域図 1-6 システム分析結果 

項目 
評

価 
内容 

人口一人 

一日当たり 

ごみ総排出量 

○ 

類似市町村の平均と比較すると、久留米市

全域でみた人口一人一日当たりごみ総排出

量は少なく、優れていると言える。北野地域

の人口一人一日当たりごみ総排出量は微減

傾向にあるが、更なる減量化の推進が必要

となっている。 

廃棄物からの 

資源回収率 

（ RDF ・ セ メ ン ト

原料化等 

除く） 

－ 

類似市町村の平均と比較すると、久留米市

全域でみた廃棄物からの資源回収率は高

く、優れていると言える。ただし、北野地域の

廃棄物からの資源回収率は減少傾向にある

こ と から、資 源化の 推進が必 要となっ てい

る。 

廃棄物のうち 

最終処分 

される割合 

○ 

類似市町村の平均と比較すると、久留米市

全域でみた廃棄物のうち最終処分される割

合は小さく、優れていると言える。 

人口一人 

当たり年間 

処理経費 

－ 

類似市町村の平均と比較すると、久留米市

全 域でみ た人 口一人 当た り年間処 理経 費

は、平均的であると言える。 

最終処分 

減量に 

要する費用 

－ 

類似市町村の平均と比較すると、久留米市

全域でみた処理・維持管理費等の最終処分

減量に要する費用は、平均的であると言え

る。 

※類似市町村の平均より優れている場合：○、それ以外の場合：－ 

※レーダーチャートが平均値の外側に飛び出している指標は、対象の自治体が類似市町村より優れているということを示している。 

 

５．ごみ処理の課題 

◆ごみの減量化・資源化について 

 北野地域のごみの排出原単位は微減傾向であるが、更なる減量化及び再資源化に向けた

施策の実施が必要となっています。紙類・布の行政回収について検討し、資源化の推進を

図ります。 

 また、小型家電については、回収ボックスの設置などの検討を進めます。 

◆収集運搬について 

平成 29 年 10 月 1 日より家庭系直接搬入ごみの手数料が改訂され、直接搬入ごみが平成

29 年度は平成 28 年度と比べ減少していますが、平成 25 年度と比べると増加しています。

特定の日に搬入が集中することは、周辺環境への影響や施設内の渋滞・安全の低下を招く

恐れがあり、定期収集への移行の推進等、対策を検討し、必要に応じて収集運搬体制の見

直しを行います。 

◆不法投棄、野焼き、処理困難物について 

不法投棄については、依然として行われている事例があり、警告の看板設置や啓発によ

り防止に努めます。 

野焼きについては、広報誌等により禁止するよう指導しています。 

◆事業系一般廃棄物について 

事業系一般廃棄物は、家庭から排出されるごみの処理に支障が生じない範囲で、サン・

ポートにおいて処理することができます。ただし、廃棄物処理法第 3 条第 1 項において事

業系一般廃棄物は自己処理が原則とされており、また、搬入量が増加傾向にあることから、

多量排出事業者に対する減量計画作成の指導や資源化の推進等を徹底する必要があります。 

※支援ツールにおいて比較されるのは市町村別のみであること

から、久留米市に含まれる北野地域については久留米市全

域の数値を用いている。 

備考：エネルギー回収量及び温室効果ガスについては、データの把握状況が市町村によって異なるため、参考値として取扱って下さい。また、民間施設への委託分も指標には反映されてい
ないことにご注意ください。

類型都市の概要

都市形態

人口区分 －

産業構造 -

中核市

－

－

67,311 

16,472 

32,157 

0

20,000

40,000

60,000

80,000

最終処分減量に要する費用
(円/t)

福岡県久留米市：32,330(円/ｔ)

1.215

0.789
0.955

0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4

人口一人一日当たりごみ総排出量

(kg/人･日)

福岡県久留米市：0.908（kg/人･日）

0.54

0.063

0.177

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

廃棄物からの資源回収率(RDF・セ

メント原料化等除く)(t/t)

福岡県久留米市：0.116(ｔ/ｔ)

0.172

0

0.093

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

廃棄物のうち最終処分される割合

(t/t)

福岡県久留米市：0.024（t/t）

22,625 

6,165 

10,742 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

人口一人当たり年間処理経費
(円/人･年)

福岡県久留米市：10,760(円/人･年)

0

50

100

150

200

人口一人一日当たりご

み総排出量

廃棄物からの資源回収

率(RDF・セメント原料化

等除く)

廃棄物のうち最終処分

される割合

人口一人当たり年間処

理経費

最終処分減量に要する

費用

実績

平均

類似市町村数 48福岡県久留米市

資料：平成29年度一般廃棄物処理事業実態調査結果（平成28年度実績）
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第２節 ごみ処理基本計画 

１．現状のまま推移した場合のごみ排出量の予測 

ごみ排出量・排出原単位の予測を北野地域図 2-1、溶融処理対象量の予測を北野地域

図 2-2、資源化量・資源化率の予測を北野地域図 2-3 に示します。 

  

北野地域図 2-1 ごみ排出量・排出原単位の予測 

 

  
             ※溶融処理対象量＝可燃ごみ排出量＋資源化残渣量 

 ※ごみ排出量のうち、資源化されないものについて、溶融処理を行っている。  

北野地域図 2-2 溶融処理対象量の予測 

 

  

北野地域図 2-3 資源化量・資源化率の予測 

4,077 4,024
4,154

3,773 3,702 3,705 3,776 3,766 3,758 3,749 3,741 3,733 3,725 3,718 3,711 3,705 3,698 3,692 3,686 3,680 3,675
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642.1
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中間目標年度 中間目標年度 目標年度

3,931 3,919 4,032

3,700 3,632 3,709 3,710 3,703 3,697 3,691 3,685 3,679 3,673 3,668 3,663 3,658 3,653 3,648 3,643 3,638 3,634

0
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4,000
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(年度)
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予測実績
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中間目標年度 中間目標年度 目標年度

21.2
20.1 19.8 17.6

18.5 18.3 18.1 18.0 18.0 18.0 17.9 17.9 17.8 17.8 17.8 17.8 17.7 17.7 17.7 17.7 17.7
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941
878 888

703
733 724 729 725 723 719 716 713 710 707 705 704 700 698 696 695 694

中間目標年度 中間目標年度 目標年度

原単位については、ほぼ横ば

いで推移すると予測され、目

標年度である平成 45 年度に

は 、 ご み 排 出 量 が 3,675t/

年 、 排 出 原 単 位 が 572.8g/

人・日となると見込まれます。 

北野地域の溶融処理対象量

は、ごみ排出量の減少に伴い

減少すると予測され、目標年

度 で あ る 平 成 45 年 度 に は

3,634t/年となると予測されま

す。 

北野地域の資源化量及び資

源化率は、減少すると予測さ

れ、目標年度である平成 45

年度に は資 源 化量が 694t/

年、資源化率が 17.7％となる

と予測されます。 
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２．減量化・資源化の目標 

ごみ排出量・排出原単位の目標を北野地域図 2-4、溶融処理対象量の目標を北野地域

図 2-5、資源化量・資源化率の目標を北野地域図 2-6 に示します。 

 

 
北野地域図 2-4 ごみ排出量・排出原単位の目標 

 

  
※溶融処理対象量＝可燃ごみ排出量＋資源化残渣量 

※ごみ排出量のうち、資源化されないものについて、溶融処理を行っている。  

北野地域図 2-5 溶融処理対象量の目標 

 

  
北野地域図 2-6 資源化量・資源化率の目標  
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703 733 732 730 727 724 722 719 716 714 711 709 706 704 701 699 696 694

中間目標年度 中間目標年度 目標年度

北野地域では、ごみ減量化を

推進し、目標年度である平成

45 年 度 に は ご み 排 出 量 を

3,412t/ 年 、 排 出 原 単 位 を

531.8g/人・日とすることを目

指します。 

北野地域では、ごみの減量化

及び資源の分別を徹底し、目

標年度である平成 45 年度に

は溶融処理対象量を 3,338t/

年とすることを目指します。  

北野地域では、資源化を推進

し、目標年度である平成 45 年

度には資源化量を 694t/年、

資源化率を 18.9％とすること

を目指します。 
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３．ごみ処理に関する取組み体系図 

ごみ処理に関する取組み体系図を北野地域表 2-1 に示します。 

 

北野地域表 2-1 ごみ処理に関する取組み体系図 

【取組み状況の内容】 ●：さらに推進  ★：重点施策 

ごみ処理の 

基本方針 
取組み項目 

前計画での

取組み 

取組み 

状況 

基本方針１ 

リデュース（排出抑制）の推進  

取組み項目１-１ ごみの減量化・資源化の推進  ★ ● 

取組み項目１-２ 多量排出事業者への指導 ★ ● 

基本方針２ 

リユース（再使用）の推進  

取組み項目２-１ フリーマーケットの開催 ● ● 

取組み項目２-２ リユース食器等の利用促進 ● ● 

基本方針３ 

リサイクル（再生利用）の推進  

取組み項目３-１ 分別品目細分化の検討 ● ● 

取組み項目３-２ 小型家電リサイクルの検討 ★ ● 

取組み項目３-３ 行政における減量・リサイクルの推進  ● ● 

取組み項目３-４ 事業系ごみの分別収集の徹底  ★ ● 

取組み項目３-５ リサイクルルートの確保 ● ● 

取組み項目３-６ 集団回収の積極的な活用 - ● 

基本方針４ 

適正処理の推進 

取組み項目４-１ より効率のよい収集体制の検討  ● ● 

取組み項目４-２ 排出禁止物の適正処理の指導 ● ● 

取組み項目４-３ 適正処理困難物の処理体制の確保  ★ ● 

取組み項目４-４ 緊急時、災害時のごみ処理対策の検討  ★ ● 

取組み項目４-５ 地域清掃活動の促進 ● ● 

取組み項目４-６ 不法投棄の監視強化 ● ● 

 

４．収集運搬計画 

（１）収集運搬に関する基本方針 

 

  収集運搬は構成市町村により行うものとし、ごみの発生・排出状況に対してより効

率的な収集運搬体制の整備を図り、収集運搬時において、生活環境に支障をきたさな

いように配慮します。  
 

 

（２）収集区域の範囲 

  北野地域 全域 
 

（３）収集運搬体制 

  現在、北野地域における収集運搬は、委託又は許可により行っており、当面は現体制

を維持するものとします。 

 

（４）収集運搬方法 

  将来的に検討を行う紙くず及び生ごみの分別収集に合わせて、新たな収集運搬方法を

計画する必要があるが、当面は現体制を維持するものとします。 
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組合圏域  

 

第１節 ごみ処理の現況 

１．ごみ処理体系 

  組合圏域から排出される収集ごみ及び直接搬入ごみはサン・ポートで処理しています。 

  また、構成市町村独自ルート及び集団回収により資源化を行っています。ごみ処理状

況（平成 29 年度実績）を組合圏域図 1-1 に示します。 

 
組合圏域図 1-1 ごみ処理状況（平成 29 年度実績） 

 

２．ごみの排出量・排出原単位 

（１）収集・直接搬入ごみの排出量・排出原単位 

  組合圏域におけるごみの排出量は過去 5 年間においてほぼ横ばいとなっています。 

  収集ごみは横ばいとなっていますが、直接搬入ごみについては、平成 29 年 10 月 1 日

に手数料の改定を行ったことから平成 28 年度と比較すると減少しています。 

  また、排出原単位については、平成 25 年度と比較すると増加傾向にあることから、減

量化を図る必要があります。 

収集・直接搬入ごみの排出量・排出原単位の推移を組合圏域図 1-2 に示します。 

 

組合圏域図 1-2 収集・直接搬入ごみの排出量・排出原単位の推移 

収集ごみ 溶融スラグ

30,457t/年 2,576t/年

可燃ごみ 溶融メタル

27,479t/年 889t/年 322t/年

資源ごみ 飛灰

2,616t/年 644t/年

粗大ごみ 資源化残渣

362t/年 3,836

2,256t/年 資源化物

5,234t/年 1,398t/年

直接搬入ごみ

3,145t/年

独自ルート 1,368t/年 民間業者

集団回収 1,698t/年 民間業者

民間業者

収集ごみ         直接搬入ごみ 各市町村による処理ルート 残さ

資源化物

33,602t/年

サン・ポートで処理できないもの

排出量

民間業者ごみ処理施設

27,479t/年

民間業者

リサイクル
プラザ

民間業者

サン・ポート

27,689
(83.0%)

27,874
(81.3%)

27,744
(79.7%)

27,219
(80.7%)

27,479
(81.8%)

2,074(6.4%) 2,629(7.7%) 2,953(8.5%) 2,751(8.2%)
2,616
(7.8%)

477(1.4%) 362(1.1%) 473(1.4%) 361(1.1%) 362
(1.1%)

3,110(9.3%) 3,420(10.0%) 3,638(10.4%) 3,412(10.1%) 3,145(9.4%)

750.8 776.3 794.7 772.9 774.4

0.0

500.0

1,000.0

1,500.0

0

10,000

20,000

30,000

40,000

H25 H26 H27 H28 H29

排出原単位

(g/人・日) 

排出量

（t/年）

可燃ごみ 資源ごみ 粗大ごみ 直接搬入ごみ 排出原単位
（年度）

34,282 34,808 33,732 33,60233,350

 
参照：p.資-135～146 
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（２）集団回収量 

  組合圏域における集団回収量は減少傾向にあり、集団回収への協力を呼び掛け、ごみ

の資源化を推進する必要がある。集団回収量を組合圏域図 1-3 に示します。 

 

 
組合圏域図 1-3 集団回収量 

 

（３）構成市町村独自ルートによる処理対象量 

構成市町村独自ルートによる処理対象量を組合圏域図 1-4 に示します。 

 

 

組合圏域図 1-4 構成市町村独自ルートによる処理対象量 
  

2,112
(92.1%)

2,006
(92.2%)

1,974
(92.0%) 1,707

(92.3%)
1.587
(93.7%)

4(0.2%) 4(0.2%) 4(0.2%)

3(0.2%)

4
(0.2%)

42(1.8%) 39(1.8%) 38(1.8%)

34(1.8%)

20
(1.2%)

136(5.9%) 128(5.9%) 130(6.1%)
105(5.7%)

84
(4.9%)

0.1(0.0%)
2,310

2,177 2,148

1,850

1,698

0

1,000

2,000

3,000

H25 H26 H27 H28 H29

（t/年）

紙類 金属類 ガラス類 布類 その他 （年度）

1,166
(94.3%)

1,207
(93.5%)

1,450
(93.8%)

1,361
(94.0%)

1,278
(93.4%)

4(0.3%)

3(0.3%)

2(0.1%)
2(0.2%)

2

64(5.2%)
77(6.0%)

91(5.9%)
83(5.7%) 86

(6.3%)
3(0.2%)

3(0.2%)

3(0.2%)
2(0.1%) 2(0.1%)

1,237
1,290

1,547
1,448

1,368

0

500

1,000

1,500

2,000

H25 H26 H27 H28 H29

（t/年）

紙類 トレー 布類 食用油 （年度）
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（４）資源化量と資源化率 

  組合圏域における資源化率は平成 27 年度以降において減少傾向にあり、向上を図る

必要があります。資源化量と資源化率を組合圏域図 1-5 に示します。 

 

 

※資源化量＝ごみ処理施設スラグ・メタル・飛灰量＋リサイクルプラザ資源化物量＋構成市町村独自ﾙｰﾄ＋集団回収量 

※資源化率＝資源化量÷(収集・直接搬入ごみの排出量＋構成市町村独自ﾙｰﾄ＋集団回収量)×100 

※ごみ処理施設スラグ・メタル・飛灰量、リサイクルプラザ資源化物量：「第２節２.中間処理の実績」に示す処理後の資源化量 

組合圏域図 1-5 資源化量と資源化率  

3,522
(41.9%)

3,628
(43.2%)

3,669
(41.6%)

3,567
(43.6%)

3,542
(44.2%)

1,335
(15.9%)

1,301
(15.5%)

1,457
(16.5%)

1,318
(16.1%)

1,398
(17.5%)

1,238
(14.7%)

1,290
(15.4%)

1,547
(17.5%)

1,448
(17.7%)

1,368
(17.1%)

2,308 
(27.5%)

2,178
(25.9%)

2,148
(24.3%)

1,851
(22.6%)

1,697
(21.2%)

22.8% 22.2% 22.9%
22.1% 21.8%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

H25 H26 H27 H28 H29

資源化量

（t/年）

ごみ処理施設 リサイクルプラザ 構成市町村独自ルート
集団回収 資源化率 （年度）

資源化率

8,399 8,395
8,821

8,181 8,007
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第２節 ごみ処理基本計画 
 

１．現状のまま推移した場合のごみ排出量の予測 

ごみ排出量・排出原単位の予測を組合圏域図 2-1、溶融処理対象量の予測を組合圏域

図 2-2、資源化量・資源化率の予測を組合圏域図 2-3 に示します。 

  

組合圏域図 2-1 ごみ排出量・排出原単位の予測 

 

 
             ※溶融処理対象量＝可燃ごみ排出量＋資源化残渣量 

※ごみ排出量のうち、資源化されないものについて、溶融処理を行っている。（p.9 参照） 

組合圏域図 2-2 溶融処理対象量の予測 

 

  

組合圏域図 2-3 資源化量・資源化率の予測 

 

33,350 34,282
34,808

33,732 33,602 33,780 33,841 33,796 33,754 33,708 33,66133,612 33,562 33,506 33,44633,428 33,330 33,269 33,209 33,143 33,075

750.8 776.3 794.7
772.9 774.4 780.7 785.7 788.3 790.9 793.5 796.0 798.6 801.1 803.5 805.8 808.4 810.6 812.9 815.3 817.6 819.8
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40,000

50,000
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（t/年）

(年度)

排出量 排出原単位

予測実績

中間目標年度 中間目標年度 目標年度

32,016 32,980 33,351 32,417 32,204 32,375
32,450 32,422 32,397 32,369 32,338 32,306 32,273 32,232 32,188 32,184 32,103 32,056 32,010 31,959 31,905

0

10,000

20,000

30,000

40,000

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

（t/年）

(年度)

溶融処理対象量 割当量超過分

予測実績溶融処理対象量

中間目標年度 中間目標年度 目標年度

22.8
22.2

22.9
22.1 21.8

22.5 22.4 22.4 22.3 22.3 22.2 22.2 22.1 22.1 22.0 22.0 22.0 21.9 21.9 21.8 21.8

0.0

4.0

8.0

12.0

16.0

20.0

24.0

28.0

0

5,000

10,000

15,000

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

（％）（t/年）

(年度)

ごみ処理施設 リサイクルプラザ 構成市町村独自ルート

集団回収 資源化率

予測実績

8,399 8,365 8,821
8,181 8,007

8,354 8,337 8,308 8,278 8,246 8,217 8,187 8,157 8,124 8,092 8,071 8,031 8,002 7,972 7,944 7,914

中間目標年度 中間目標年度 目標年度

組合圏域 のごみ 排出量及 び

排出原単位は、増加すると予

測され、目標年度である平成

45 年 度 に は 排 出 量 が

33,075t/ 年 、 排 出 原 単 位 が

819.8g/人・日となると予測さ

れる。 

組合圏域の溶融処理対象量

は、増 加する と 予測 され 、目

標年度である平成 45 年度に

は 31,905t/年となると予測さ

れる。 

 

組合圏域の資源化量及び資

源化率は、減少すると予測さ

れ、目標年度である平成 45

年度には資源化量が 7,914t/

年、資源化率が 21.8％となる

と予測される。 
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２．減量化・資源化の目標 

ごみ排出量・排出原単位の目標を組合圏域図 2-4、溶融処理対象量の目標を組合圏域

図 2-5、資源化量・資源化率の目標を組合圏域図 2-6 に示します。 

 

 

  

組合圏域図 2-4 ごみ排出量・排出原単位の目標 

 

  
※溶融処理対象量＝可燃ごみ排出量＋資源化残渣量 

※ごみ排出量のうち、資源化されないものについて、溶融処理を行っている。  

組合圏域図 2-5 溶融処理対象量の目標 

 

  

組合圏域図 2-6 資源化量・資源化率の目標 

  

33,350 34,282
34,808
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30,383 30,141 29,904 29,685 29,427 29,188 28,953 28,716 28,486
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予測実績溶融処理対象量

中間目標年度 中間目標年度 目標年度

22.8
22.2

22.9
22.1 21.8

22.5 22.7 22.7 22.8 22.9 22.9 23.0 23.1 23.1 23.2 23.3 23.3 23.4 23.5 23.5 23.6

0.0

4.0
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24.0

28.0
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（％）（t/年）
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ごみ処理施設 リサイクルプラザ 構成市町村独自ルート

集団回収 資源化率

予測実績

8,399 8,366 8,821
8,181

8,007 8,358 8,299 8,264 8,229 8,194 8,161 8,124 8,093 8,059 8,024 7,996 7,959 7,925 7,891 7,859 7,828

中間目標年度 中間目標年度 目標年度

組合圏域では、ごみの減量化

を推進し、目標年度である  

平成 45 年度に は排 出量 を

29,944t/ 年 、 排 出 原 単 位 を

742.2g/人・日とすることを目

指す。 

組合圏域では、ごみの減量化

及び資源の分別を徹底し、目

標年度である平成 45 年度に

は溶融処理対象量を 

28,486t/ 年 と す る こ と を 目 指

す。 

組合圏域では、資源化を推進

し、目標年度である平成 45 年

度 に は 資 源 化 量 を 7,828t/

年、資源化率を 23.6％とする

ことを目指す。 
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 〈一人 1 日当たりの排出量〉 

組合圏域及び構成市町村の一人 1 日当たりの排出量は、いずれも福岡県平均及び全

国平均を下回っています。 

  組合圏域の一人 1 日当たりの排出量は約 774g/人・日であり、これはおおよそ漫画

週刊誌 1 冊分の重量に相当します。 

  更なるごみの減量には、一人ひとりの取組みが重要となります。 

  

  

 

 

 

 

※資料：組合圏域、朝倉市、東峰村、筑前町、大刀洗町、久留米市北野町…図 1-2 

上記以外…平成 28 年度一般廃棄物処理実態調査（環境省）  
 

全国・福岡県との比較（平成 28 年度実績） 
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第３章 中間処理施設の現況 
 

第１節 中間処理施設の現況 

１．既存施設の概要 

  組合圏域における中間処理施設は「サン・ポート」です。 

  サン・ポートの概要を表 3-1-1、サン・ポート敷地図を図 3-1-1、ごみ処理施設フロー

図を図 3-1-2、リサイクルプラザフロー図を図 3-1-3 に示します。 

表 3-1-1 サン・ポートの概要 

施 設 名 称 廃棄物再生処理センター「サン・ポート」  

建 設 場 所 福岡県朝倉郡筑前町栗田 8 番地 3 

敷 地 面 積 約 64,000m2 

工 期 平成 12 年 10 月～平成 15 年 3 月 

ご
み
処
理
施
設 

処 理 能 力 120t/24h (60t/24h×2 炉) 

リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ザ 

処 理 能 力 

不燃ごみ系 

可燃粗大ごみ系 

びん類系 

缶類系 

紙類 

ペットボトル系 

プラスチック系 

計 

11t/3h 

3t/2h 

6t/2h 

5t/3h 

4t/5h 

0.5t/5h 

0.5t/5h 

30t/5h 

処 理 方 式 高温ガス化直接溶融炉 

処 理 対 象 物 可燃性一般廃棄物 

排 ガ ス 

処 理 設 備 

第一集じん機（サイクロン）  

第二集じん機（バグフィルター） 

消石灰、活性炭吹き込み 

ダイオキシン分解触媒  

排 水 処 理 
クローズドシステム 

（無放流、場内再利用）  処 理 方 式 機械選別＋手選別 

溶 融 物 処 理 スラグ・メタルとも全量再利用  

選 別 の 

種 類 

粗大ごみ 

硬金属類 

雑物 

缶類 

ビン類 

 

 

紙 類 ( 新 聞 、 雑

誌、段ボール) 

古布 

紙製容器包装 

容器包装プラス

チック 

紙パック 

ペットボトル 

有害ごみ 

破砕選別 

保管 

破砕選別 

圧縮成型 

3 種類手選別 

（無色・茶色・ 

その他色） 

 

圧縮梱包 

保管 

圧縮梱包 

 

圧縮梱包 

圧縮梱包 

圧縮梱包 

保管 

余 熱 利 用 

設 備 

発電設備（1,880kw） 

場内空調、給湯 

公 害 防 止 

基 準 

(O 212%換算 ) 

※計画目標値 

ばいじん量    0.02g/Nm3 

硫黄酸化物   50ppm 

塩化水素     50ppm 

窒素酸化物   100ppm 

一酸化炭素    30ppm 

ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類   0.05ng-TEQ/Nm3 

 

図 3-1-1 サン・ポート敷地図 

参照：p.資-147～150 
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図 3-1-2 ごみ処理施設フロー図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-1-3 リサイクルプラザフロー図 
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２．中間処理の実績 

（１）溶融処理量（ごみ処理施設） 

  ごみ処理施設（ガス化溶融処理施設）では、可燃ごみ、直接搬入ごみ（可燃ごみ）及

び資源化残渣の中間処理を行っており、平成 29 年度において、この中間処理（溶融処

理）対象量に対する溶融スラグ発生量の割合は約 8％、溶融メタル発生量の割合は約 1％、

飛灰発生量の割合は約 2％程度です。つまり、ごみ処理施設では、処理対象量の約 88％

を減量化しています。 

  溶融処理対象量（組合圏域）を図 3-1-4 に示します。 

  なお、平成 29 年度の溶融処理対象量について、平成 29 年度 7 月の北部九州北部豪雨

で発生した災害廃棄物は除いています。（朝倉市、東峰村） 

 

図 3-1-4 溶融処理対象量（組合圏域） 
 

（２）資源化処理量（リサイクルプラザ） 

  リサイクルプラザにおける資源化処理の対象は、資源ごみ、粗大ごみ、直接搬入ごみ

（資源ごみ・粗大ごみ）であり、破砕・選別により資源回収し、資源化残渣については

ごみ処理施設にてガス化溶融処理を行っています。 

  なお、資源ごみについては、選別・圧縮による資源回収を行っています。リサイクル

プラザ処理対象量（組合圏域）を図 3-1-5、資源化の内訳（組合圏域）を図 3-1-6 に示

します。 

  なお、平成 29 年度の溶融処理対象量について、平成 29 年度 7 月の九州北部豪雨で発

生した災害廃棄物は除いています。（朝倉市、東峰村） 

 
図 3-1-5 リサイクルプラザ処理対象量（組合圏域） 
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図 3-1-6 資源化の内訳（組合圏域） 

 

３．ごみ処理に係るコスト解析 

    平成 29 年度におけるごみ処理に係るコストの実績は、13 億 5,200 万円でした。なお、

施設運営費が平成 28 年度から平成 29 年度にかけて大幅に増加している要因としては、

平成 29 年度から平成 32 年度までの 4 ヶ年で大規模改修工事を行っていることが挙げら

れます。平成 29 年度において、ごみ処理量 1ｔ当たりの処理経費は 36,113 円/ｔ、組合

圏域の計画収集人口 1 人当たりの処理経費は 11,373 円/人でした。 

  ごみ処理に係るコストを図 3-1-7 に示します。 

 

図 3-1-7 ごみ処理に係るコスト 
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４．組合圏域のごみ処理状況 

本組合構成市町村において発生する一般廃棄物は、市町村独自で資源化ルートを確保

して対応しているもの（朝倉市は紙、筑前町及び大刀洗町は紙・トレー・布類・食用油、

北野町はトレー）や、表 3-1-2 に示すサン・ポートに持ち込めないごみは、依然として

市町村独自で処理等しているものはありますが、それ以外は筑前町に設置している一般

廃棄物中間処理施設である、廃棄物再生処理センター「サン・ポート」に搬入されてい

ます。 

平成 29 年度実績の本組合圏域ごみ処理状況を図 3-1-8 に示します。また、平成 29 年

度における組合圏域のごみ排出量の内訳を図 3-1-9 に示します。 

 
※各構成市町村で実施している直接資源化量及び集団回収量は除く。 
 

図 3-1-8 組合圏域ごみ処理状況（平成 29 年度実績） 

 

図 3-1-9 組合圏域ごみ排出量の内訳（平成 29 年度実績）  
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表 3-1-3 サン・ポートに持ち込めないごみ 

家電４品目 テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、エアコン（室外機を含む）、洗濯機、衣類乾燥機  

パソコン － 

危険物 消火器、ガスボンベ（卓上コンロは除く）、農薬・劇薬類、化学薬品等  

処理困難物 

医療器具及び廃棄物、オートバイ 50cc 以外、車、自動販売機、耐火金庫、タイヤ（ホイール

は搬入可）、漬け物石、廃油（灯油、オイルなど）、バッテリー、ペンキ類（シンナー、ワックス

など）、フロン 

その他 土砂、石、泥類 

産業廃棄物 

事業活動に伴って生じた廃棄物（事業系一般廃棄物を除く） 

例）ドラム缶２００Ｌ（事業活動に伴って排出された物）、農業用ビニール類（肥料袋、畦シー

ト、塩ビパイプなどの使用済プラスチック類を含む）、農耕機械（田植機、小型トラクター、

コンバインなど）、農薬薬剤散布機 

区域外ごみ ２市２町１村（朝倉市、東峰村、筑前町、大刀洗町、久留米市北野町）以外からのごみ 
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５．可燃ごみの性状 

  可燃ごみの性状は計画条件の範囲内である。 

平成 29 年度における年 4 回の測定の平均値では、組成については、紙・布類が 40%以

上を占めており、次いでビニール・合成樹脂・ゴム・皮革類、厨芥類でした。三成分に

ついては、水分が 45.6％、可燃分が 46.2％、灰分が 8.2％です。 

可燃ごみの単位体積重量と低位発熱量を表 3-1-3、可燃ごみの組成及び三成分（平成

29 年度）を図 3-1-10、図 3-1-11 に示します。 

 

表 3-1-3 可燃ごみの単位体積重量と低位発熱量 

 
単位体積重量 

(kg/m3) 

低位発熱量 

(kcal/kg) 

H29 242.5 2,182.5 

           ※年間 4 回の測定の平均値を使用した 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ※年間 4 回の測定の平均値                      ※年間 4 回の測定の平均値 

 

図 3-1-10 可燃ごみの組成(平成 29 年度)  図 3-1-11 可燃ごみの三成分(平成 29 年度) 

 

 

６．中間処理における課題 

  ごみの中間処理は、収集・運搬されたごみを減容化・資源化・安定化させるという、

ごみ処理の中では最も重要な過程です。 

  サン・ポートは平成 15 年 4 月に稼働を開始して 15 年以上経過していることから、適

正処理の継続のため、今後施設の老朽化の対策について検討が必要となります。 

  周辺環境の保全と公害防止に努めながら、効率的なごみ処理体制の整備を計画すると

ともに、循環型社会の構築を図ります。 
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第２節 ごみ処理体制 

 

１．維持・管理体制 

（１）組織 

  組合圏域におけるごみ処理組織の概要を図 3-2-1 に示します。 

 

図 3-2-1 ごみ処理組織の概要 

 

 

（２）管理運営体制 

  収集・運搬については各市町村で管理し、運営は行政自ら（直営）、行政が許可業者に

委託及び事業所が許可業者に依頼して行っています。 

  中間処理については甘木・朝倉・三井環境施設組合が管理を行っています。 

組合圏域における管理運営体制を表 3-2-1 に示します。 

 

表 3-2-1 組合圏域における管理運営体制 

項 目 管 理 運 営 

収集・運搬 各市町村 

・行政自ら（直営） 

・行政が許可業者に委託 

・事業所が許可業者に依頼 

中間処理 
甘木・朝倉・三井 

環境施設組合 

運転業務を民間業者に委託 

（ごみ処理施設・リサイクルプラザ） 

  

甘木・朝倉・三井環境施設組合

サン・ポート：「ごみ処理施設」

ガス化溶融処理

サン・ポート：「リサイクルプラザ」

破砕・選別処理、選別・圧縮処理

民間業者委託

民間業者委託

リサイクル協会

溶融スラグ
溶融メタル

飛灰

資源化物

溶融スラグ 

溶融メタル 

飛灰 
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第３節 中間処理計画 

１．中間処理に関する基本方針 

 

 ・周辺環境の保全と公害防止に努めます。  

 ・資源化を促進することで、資源化を中心とした効率的なごみ処理体制を整備しつ  

つ、将来を見据えた廃棄物循環型社会の構築を図ります。  

 

２．管理主体 

  中間処理施設として、サン・ポートがあり、その管理主体は、甘木・朝倉・三井環境

施設組合で、今後も現体制を維持するものとします。 

 

３．中間処理の方法及び目標年次における対象量 

（１）中間処理の方法 

  現在、中間処理はサン・ポートで行っており、「ごみ処理施設」におけるガス化溶融

処理、「リサイクルプラザ」における資源化処理（破砕・選別、選別・圧縮）を行って

います。 

  今後も現体制を維持しながら、より効率的な中間処理を行うことができるよう、サ

ン・ポートの有効活用に努めていくこととします。 

 

（２）中間処理量 

  ガス化溶融処理対象量は、中間目標年次（平成 35 年度）においては 30,628t/年、中

間目標年次（平成 40 年度）においては 29,686/年、目標年次（平成 45 年度）において

は 28,487t/年と見込まれます。資源化処理対象量は、中間目標年次（平成 35 年度）に

おいては 5,192t/年、中間目標年次（平成 40 年度）においては 5,159t/年、目標年次

（平成 45 年度）においては 5,124t/年と見込まれます。 

  なお、現状のまま推移した場合でも、ごみ排出量のうち、ガス化溶融処理対象量が既

存施設の処理能力を超えない見込みであるものの、施設の老朽化に伴い、対策を検討す

る必要があります。 

  組合圏域における、目標年次のガス化溶融処理対象量を図 3-3-1、資源化処理対象量

を図 3-3-2 に示します。 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-3-1 ガス化溶融処理対象量       図 3-3-2 資源化処理対象量 
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第４節 計画の進行管理 

 

ごみ減量等目標値を達成していくためには、取り組みの状況や目標値の達成等を定期

的にチェック・評価し、施策の改善を行っていくことが重要です。 

この考えに基づき、本計画は、Plan（計画）、Do（実行）、Check（評価）、Act（改善・

代替案）の PDCA サイクルにより、継続的改善を図っていきます。 

また、各施策の費用対効果についても検討し、効率的・経済的な施策の実施を行って

いきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　 比較分析表」による評価

●目標値の設定

●目標達成状況確認 ●ごみ処理の実施

●改善策・新たな目標値の検討 ●施策の実施

●「市町村一般廃棄物処理システム

●基本計画の策定

Ａｃｔ Ｄｏ

Ｐｌａｎ

Ｃｈｅｃｋ


